
唐
代
和
蕃
公
主
に
関
す
る
諸
史
料
の
訳
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�
　
─『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』『
資
治
通
鑑
』
よ
り
─

菅　

沼　

愛　

語

和
蕃
公
主
の
降
嫁
政
策
は
漢
・
隋
・
唐
が
用
い
た
重
要
な
外
交
の
一
形
態
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
周
辺
国
と
の
親
善
強
化
に
よ
る

勢
力
圏
の
安
定
的
な
拡
充
に
あ
っ
た
が
、
中
華
諸
王
朝
を
取
り
巻
く
情
勢
に
よ
っ
て
は
、
例
え
ば
王
朝
初
期
や
内
乱
時
な
ど
の
不
安
定
期
に

は
、
周
辺
国
と
の
軍
事
同
盟
の
締
結
、
援
軍
の
獲
得
、
敵
対
国
へ
の
牽
制
な
ど
、
多
方
面
に
亘
る
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
近
年
、

和
蕃
公
主
お
よ
び
そ
の
外
交
的
寄
与
は
注
目
さ
れ
、
研
究
も
進
展
し
て
い
る（
１
）。

特
に
、
唐
は
歴
代
最
多
と
な
る
十
六
人
の
公
主
が
周
辺
諸
国
に
降
嫁
し
た
た
め
、
以
下
の
様
に
多
彩
な
特
徴
や
多
様
な
事
例
が
見
ら
れ
る
。

①
和
蕃
公
主
の
殆
ど
は
宗
室
の
娘
（
仮
制
公
主
（
２
））
で
あ
っ
た
が
、
安
史
の
乱
後
、
初
め
て
皇
帝
の
実
の
娘
（
真
公
主
、
寧
国
公
主
・
咸
安
公

主
・
太
和
公
主
）
が
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
し
た
。
②
契
丹
・
奚
・
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
し
た
公
主
は
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
の
風
習
（
詳
細
は
後
述
）
に

従
い
、
夫
の
死
後
、
義
理
の
息
子
や
弟
な
ど
と
再
婚
し
た
（
燕
郡
公
主
・
咸
安
公
主
な
ど
）。
③
夫
に
殺
さ
れ
た
公
主
も
い
た
（
静
楽
公
主
・
宜

芳
公
主
）。
④
皇
帝
か
ら
離
婚
を
命
じ
ら
れ
た
公
主
も
い
た
（
固
安
公
主
）。
⑤
異
民
族
の
娘
を
公
主
に
冊
立
し
降
嫁
さ
せ
た
（
交
河
公
主
・
崇

徽
公
主
）。
⑥
降
嫁
先
の
王
国
の
滅
亡
や
反
乱
勃
発
な
ど
に
よ
り
唐
に
逃
げ
帰
る
公
主
も
い
た
（
東
華
公
主
・
東
光
公
主
・
太
和
公
主
な
ど
）。

⑦
公
主
の
墓
誌
銘
も
出
土
し
た
（
弘
化
公
主
）。
⑧
稀
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
金
城
公
主
は
唐
・
吐
蕃
間
の
和
睦
交
渉
を
仲
介
し
、
固
安
公

〈
訳
注
〉
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主
は
奚
王
暗
殺
計
画
を
阻
止
し
た（
３
）。

以
上
の
如
く
、
唐
の
和
蕃
公
主
は
外
交
の
一
端
を
担
う
な
ど
興
味
深
い
事
例
も
提
供
す
る
。
最
近
で
は
和
蕃
公
主
に
関
わ
る
墓
誌
も
幾
つ

か
出
土
し
て
お
り
、
既
存
の
漢
籍
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
と
の
整
合
性
を
精
査
す
る
こ
と
が
益
々
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る（
４
）。

そ
こ
で

本
稿
で
は
和
蕃
公
主
研
究
の
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
、『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
の
周
辺
国
の
伝
（
吐
蕃
伝
・
契
丹
伝
・
奚
伝
・
回
鶻

伝
・
西
域
伝
等
（
５
））、『
新
唐
書
』
巻
八
三
諸
帝
公
主
伝
、『
資
治
通
鑑
』
よ
り
、
十
六
名
の
唐
代
和
蕃
公
主
に
関
す
る
記
述
を
抽
出
し
訳
注
を
行

う
。
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
中
華
書
局
の
標
点
本
（
旧
唐
書
一
九
七
五
年
版
、
新
唐
書
一
九
七
五
年
版
、
資
治
通
鑑
一
九
五
六
年
版
）
で
あ
る
。

最
初
に
、
和
蕃
公
主
に
関
す
る
重
要
単
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。

・�「
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
（
嫂
婚
制
）」　

匈
奴
・
烏
孫
・
突
厥
な
ど
に
は
、
父
兄
が
亡
く
な
る
と
息
子
や
兄
弟
が
継
母
や
兄
嫁
を
娶
る
レ

ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
の
風
習
が
あ
り
（『
史
記
』
巻
一
一
〇
匈
奴
伝
、『
漢
書
』
巻
九
六
西
域
伝
、『
周
書
』
巻
五
〇
突
厥
伝
）、
漢
や
隋
も
公
主
の
再

婚
を
認
め
て
い
る（
６
）。
唐
代
で
も
、
契
丹
・
奚
・
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
し
た
公
主
達
は
、
概
ね
夫
の
死
後
、
後
継
者
と
再
婚
し
た
。

・�「
可
敦
（
カ
ト
ン
）」
と
い
う
称
号　

可
敦
は
可
汗
の
妻
（『
周
書
』
突
厥
伝
）
で
あ
り
、
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
し
た
公
主
は
可
敦
と
称
さ
れ
た
。

太
和
公
主
の
降
嫁
時
に
は
可
敦
の
即
位
式
も
行
わ
れ
た
（
後
述
）。

（
１
）
弘
化
公
主
〔
吐
谷
渾
の
慕
容
諾
曷
鉢
に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
八
、
西
戎
伝
、
吐
谷
渾
伝

吐
谷
渾
王
の
慕
容
諾
曷
鉢
が
入
朝（
７
）し

婚
姻
を
請
願
し
た
。
太
宗
は
（
貞
観
）
十
四
年
（
六
四
〇
）
弘
化
公
主
を
諾
曷
鉢
の
妻
と
な
し
、
多

く
の
贈
物
を
授
け
た
。（
貞
観
）
十
五
年
（
六
四
一
）
諾
曷
鉢
の
部
下
の
丞
相
宣
王
が
国
政
を
壟
断
し
て
陰
謀
を
企
て
、
兵
を
集
め
山
神
を
祭

る
と
偽
り
称
し
て
公
主
を
襲
撃
し
、
諾
曷
鉢
を
脅
し
て
吐
蕃
に
出
奔
し
よ
う
と
期
日
を
決
め
た
。
…
そ
の
後
、
吐
谷
渾
は
吐
蕃
と
互
い
に
攻
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め
あ
い
、
お
の
お
の
遣
使
し
て
唐
に
援
軍
を
要
請
し
た
が
、
高
宗
は
い
ず
れ
に
対
し
て
も
援
軍
の
派
遣
を
許
さ
な
か
っ
た
。
吐
蕃
が
激
怒
し

兵
を
率
い
吐
谷
渾
を
攻
撃
し
た
の
で
諾
曷
鉢
は
防
戦
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
吐
谷
渾
を
逃
げ
出
し
、
弘
化
公
主
を
連
れ
涼
州
に
避
難
し
た（
８
）。

・『
新
唐
書
』
巻
二
二
一
上
、
西
域
伝
上
、
吐
谷
渾
伝

吐
谷
渾
王
の
慕
容
諾
曷
鉢
が
毎
年
入
朝
し
た
の
で
、
太
宗
は
宗
室
の
娘
を
弘
化
公
主
と
な
し
諾
曷
鉢
の
妻
と
し
、
道
明
と
右
武
衛
将
軍
の

慕
容
宝
に
詔
し
節
を
持
っ
て
公
主
を
吐
谷
渾
ま
で
送
ら
せ
た
。
し
か
し
吐
谷
渾
で
は
大
臣
の
宣
王
が
跋
扈
し
て
反
乱
を
企
て
、
公
主
を
襲
撃

し
、
諾
曷
鉢
を
攫
っ
て
吐
蕃
へ
の
出
奔
を
画
策
し
た
。
…
高
宗
が
即
位
す
る
と
、
公
主
が
降
嫁
し
て
い
る
縁
で
諾
曷
鉢
は
駙
馬
都
尉
を
拝
し

た
。
…
（
永
徽
三
年
（
９
）、

六
五
二
年
）
弘
化
公
主
が
上
表
し
入
朝
を
請
願
し
た
の
で
、
高
宗
は
左
驍
衛
将
軍
の
鮮
于
匡
済
を
派
遣
し
公
主
を
迎

え
に
行
か
せ
た
。
十
一
月
、
諾
曷
鉢
が
長
安
に
到
着
す
る
と
、
高
宗
は
宗
室
の
娘
金
城
県
主）
（1
（

を
諾
曷
鉢
の
長
男
蘇
度
摸
末
の
妻
と
し
、
左
領

軍
衛
大
将
軍
を
拝
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
蘇
度
摸
末
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
弘
化
公
主
は
、
次
男
で
右
武
衛
大
将
軍
・
梁
漢
王
の
闥
盧
摸
末

と
と
も
に
来
朝
し
婚
姻
の
締
結
を
請
願
し
た
。
高
宗
は
、
宗
室
の
娘
金
明
県
主
を
闥
盧
摸
末
の
妻
と
し
た
。
…
吐
蕃
が
出
兵
し
、
不
意
を
衝

い
て
吐
谷
渾
の
軍
勢
を
黄
河
の
畔
で
撃
破
し
た
。
諾
曷
鉢
は
国
を
保
て
ず
、
弘
化
公
主
と
と
も
に
数
千
の
天
幕
を
率
い
涼
州
に
逃
走
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
五
、
太
宗
貞
観
十
三
年
（
六
三
九
）
条

十
二
月
…
己
丑
の
日
、
吐
谷
渾
王
の
諾
曷
鉢
が
来
朝
し
た
の
で
、
太
宗
は
宗
室
の
娘
を
弘
化
公
主
と
な
し
、
諾
曷
鉢
の
妻
と
し
た）
（（
（

。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
六
、
太
宗
貞
観
十
五
年
（
六
四
一
）
条

四
月
…
丁
巳
の
日
、
果
毅
都
尉
の
席
君
買
が
騎
兵
の
精
鋭
百
二
十
を
率
い
、
吐
谷
渾
の
丞
相
宣
王
を
襲
撃
し
て
破
り
、
宣
王
の
兄
弟
三
名

を
斬
っ
た
。
初
め
吐
谷
渾
の
丞
相
宣
王
は
国
政
を
壟
断
し
、
陰
謀
を
企
て
、
弘
化
公
主
を
襲
い
、
吐
谷
渾
王
の
諾
曷
鉢
を
掠
め
取
っ
て
吐
蕃

に
出
奔
し
よ
う
と
計
画
し
た
。
諾
曷
鉢
は
宣
王
の
陰
謀
を
聞
き
知
る
や
軽
装
の
騎
馬
に
乗
り
鄯
善
城
に
逃
げ
た
。
諾
曷
鉢
の
臣
下
威
信
王
が

兵
を
率
い
諾
曷
鉢
を
迎
え
た
の
で
、
席
君
買
は
宣
王
を
討
ち
誅
殺
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
九
、
高
宗
永
徽
三
年
（
六
五
二
）
条

冬
十
一
月
庚
寅
の
日
、
弘
化
長
公
主
が
吐
谷
渾
か
ら
来
朝
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
一
、
高
宗
龍
朔
三
年
（
六
六
三
）
条

五
月
…
吐
蕃
と
吐
谷
渾
が
互
い
に
攻
撃
し
あ
い
、
お
の
お
の
使
者
を
派
遣
し
て
上
奏
し
、
曲
直
を
論
じ
、
援
軍
の
派
遣
を
求
め
た
が
、
高

宗
は
い
ず
れ
に
対
し
て
も
援
軍
派
遣
を
許
さ
な
か
っ
た
。
吐
谷
渾
の
大
臣
素
和
貴
が
罪
を
得
て
吐
蕃
に
逃
亡
し
、
吐
谷
渾
の
虚
実
を
詳
し
く

述
べ
た
の
で
、
吐
蕃
は
出
兵
し
て
吐
谷
渾
を
攻
撃
し
大
い
に
打
ち
破
っ
た
。
吐
谷
渾
の
可
汗
諾
曷
鉢
は
弘
化
公
主
と
と
も
に
数
千
の
天
幕
を

率
い
、
国
を
捨
て
て
逃
走
し
、
涼
州
に
難
を
避
け
、
唐
の
国
内
に
移
住
し
た
い
と
請
願
し
た
。

（
２
）
文
成
公
主）
（1
（

〔
吐
蕃
の
棄
宗
弄
讃
・
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ム
ポ
に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
六
上
、
吐
蕃
伝
上

貞
観
十
五
年
（
六
四
一
）
太
宗
は
文
成
公
主
を
吐
蕃
王
棄
宗
弄
讃
（
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ム
ポ
）
の
妻
と
な
し
、
礼
部
尚
書
の
江
夏
郡
王
道
宗
に

降
嫁
の
こ
と
を
司
ら
せ
、
節
を
持
っ
て
公
主
を
吐
蕃
に
送
ら
せ
た
。
弄
讃
は
部
下
の
兵
を
率
い
柏
海
に
駐
屯
し
、
河
源
で
親
迎
の
礼）
（1
（

を
尽
く

し
て
公
主
を
迎
え
、
道
宗
に
会
っ
て
恭
し
く
婿
の
礼
を
と
っ
た
。
…
弄
讃
は
公
主
と
と
も
に
帰
国
す
る
と
…
都
市
を
築
き
家
屋
を
建
て
公
主

を
住
ま
わ
せ
た
。
公
主
が
、
赤
土
を
顔
に
塗
る
吐
蕃
人
の
赭
面
と
い
う
風
習
を
嫌
っ
た
の
で
、
弄
讃
は
吐
蕃
中
に
命
令
し
、
仮
に
赭
面
を
止

め
さ
せ
た
。
…
永
隆
元
年
（
六
八
〇
）
文
成
公
主
が
亡
く
な
っ
た
。
高
宗
は
吐
蕃
に
使
者
を
派
遣
し
公
主
の
死
を
弔
わ
せ
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
六
上
、
吐
蕃
伝
上

（
貞
観
）
十
五
年
、
太
宗
は
宗
室
の
娘
文
成
公
主
を
吐
蕃
王
の
妻
と
し
、
江
夏
王
道
宗
に
詔
し
て
節
を
持
っ
て
公
主
を
吐
蕃
に
護
送
さ
せ
、

館
を
河
源
王
の
国
に
築
か
せ
た
。
弄
讃
は
兵
を
率
い
栢
海
で
駐
屯
し
、
自
ら
公
主
を
迎
え
、
道
宗
に
会
い
、
恭
し
く
婿
の
礼
を
と
っ
た
。
…
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帰
国
後
…
公
主
の
た
め
に
城
を
一
つ
築
い
て
後
世
に
誇
示
し
た
い
と
思
い
、
宮
殿
を
建
て
て
公
主
を
住
ま
わ
せ
た
。
公
主
が
、
赤
土
を
顔
に

塗
る
吐
蕃
人
の
風
習
を
嫌
っ
た
の
で
、
弄
讃
は
国
中
に
命
令
し
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
…
永
隆
元
年
、
文
成
公
主
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
高
宗

は
吐
蕃
に
使
者
を
派
遣
し
公
主
の
死
を
弔
わ
せ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
五
、
太
宗
貞
観
十
四
年
（
六
四
〇
）
条

十
月
…
丙
辰
の
日
、
吐
蕃
王
が
大
臣
の
禄
東
賛
を
派
遣
し
、
黄
金
五
千
両
、
珍
し
い
玩
具
数
百
を
献
上
し
、
唐
と
の
婚
姻
を
請
願
し
た
。

太
宗
は
吐
蕃
王
が
文
成
公
主
を
妻
と
す
る
こ
と
を
許
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
六
、
太
宗
貞
観
十
五
年
（
六
四
一
）
条

春
正
月
…
丁
丑
の
日
、
太
宗
は
礼
部
尚
書
・
江
夏
王
の
道
宗
に
命
じ
、
節
を
持
っ
て
文
成
公
主
を
吐
蕃
に
送
ら
せ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
二
、
高
宗
永
隆
元
年
（
六
八
〇
）
条

十
月
…
丙
午
の
日
、
文
成
公
主
が
吐
蕃
で
亡
く
な
っ
た
。

（
３
）
金
城
公
主
〔
吐
蕃
の
棄
隷
蹜
賛
・
チ
デ
ツ
ク
ツ
ェ
ン
に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
六
上
、
吐
蕃
伝
上

神
龍
元
年
（
七
〇
五
）
吐
蕃
の
使
者
が
来
朝
し
吐
蕃
王
の
喪
を
告
げ
た
の
で
、
中
宗
は
哀
悼
の
儀
式
を
行
い
、
政
務
を
一
日
や
め
た
。
吐

蕃
王
の
祖
母
が
急
に
大
臣
の
悉
薫
熱
を
派
遣
し
特
産
品
を
献
上
し
て
孫
の
た
め
に
求
婚
し
た
の
で
、
中
宗
は
養
女
で
あ
っ
た
雍
王
守
礼
（
中

宗
の
次
兄
賢
の
子
）
の
娘
を
金
城
公
主
と
な
し
吐
蕃
に
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
を
許
し
た
。
こ
れ
以
降
、
吐
蕃
は
毎
年
朝
貢
し
た
。
景
龍
三
年

（
七
〇
九
）
十
一
月
、
吐
蕃
は
ま
た
大
臣
の
尚
賛
吐
ら
を
公
主
を
迎
え
る
た
め
派
遣
し
た
。
…
そ
の
月
（
景
龍
四
年
正
月）
（1
（

）
中
宗
は
始
平
県
に

赴
き
金
城
公
主
を
見
送
っ
た
。
…
（
開
元
）
十
七
年
…
玄
宗
は
（
皇
甫
）
惟
明
、
内
侍
の
張
元
方
を
吐
蕃
に
派
遣
し
た
。
惟
明
、
元
方
ら
は
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吐
蕃
に
到
着
す
る
と
吐
蕃
王
と
金
城
公
主
に
会
い
、
玄
宗
の
意
向
を
詳
細
に
告
げ
た
。
…
金
城
公
主
は
ま
た
別
に
黄
金
の
鴨
型
の
盤
、
杯
、

様
々
な
贈
物
等
を
献
上
し
た
。（
開
元
）
十
八
年
（
七
三
〇
）
十
月
、
名
悉
猟
ら
が
長
安
に
到
着
し
た
。
…
こ
の
頃
、
吐
蕃
の
使
者
が
上
奏
し

「
金
城
公
主
が
『
毛
詩
』『
礼
記
』『
左
伝
』『
文
選
』
を
各
々
一
部
ず
つ
頂
き
た
い
と
願
っ
て
お
ら
れ
ま
す
」
と
言
っ
た
。
…
（
開
元
）
二
十

九
年
（
七
四
一
）
春
、
金
城
公
主
が
亡
く
な
り
、
吐
蕃
は
使
者
を
派
遣
し
公
主
の
喪
を
告
げ
た）
（1
（

。
さ
ら
に
和
平
を
請
願
し
た
が
玄
宗
は
許
さ

な
か
っ
た
。
使
者
の
到
来
か
ら
数
ヶ
月
後
、
玄
宗
は
初
め
て
公
主
の
た
め
に
光
順
門
外
で
哀
悼
の
儀
式
を
行
い
三
日
間
政
務
を
や
め
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
六
上
、
吐
蕃
伝
上

中
宗
は
雍
王
守
礼
の
娘
を
金
城
公
主
と
な
し
吐
蕃
王
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に
し
た
。
…
中
宗
は
公
主
を
見
送
る
た
め
始
平
に
出
向
い
た
。
…

公
主
は
吐
蕃
に
到
着
す
る
と
自
ら
城
を
築
い
て
住
ん
だ
。
…
公
主
は
玄
宗
に
書
を
奉
り
和
親
の
許
可
を
願
い
、
さ
ら
に
「
吐
蕃
王
の
君
臣
は

唐
皇
帝
と
盟
約
に
署
名
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
…
（
皇
甫
）
惟
明
が
「
…
陛
下
が
金
城
公
主
に
勅
書
を
下
し
、
吐
蕃
王
と

の
盟
約
締
結
を
許
可
し
て
国
境
の
憂
い
を
取
り
除
い
て
下
さ
れ
ば
、
民
に
安
寧
を
も
た
ら
す
良
策
と
な
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
の
で
玄
宗

は
こ
の
建
策
を
採
用
し
…
書
簡
を
公
主
に
賜
っ
た）
（1
（

。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
九
、
中
宗
景
龍
三
年
〜
景
雲
元
年
条

景
龍
三
年
（
七
〇
九
）
…
十
一
月
…
乙
亥
の
日
、
吐
蕃
王
が
大
臣
の
尚
賛
咄
ら
千
餘
人
を
派
遣
し
金
城
公
主
を
迎
え
に
来
た
。
…
景
雲
元

年
（
七
一
〇
）
正
月
…
中
宗
は
紀
処
訥
に
命
じ
公
主
を
送
っ
て
吐
蕃
に
赴
か
せ
た
。
…
己
卯
の
日
、
中
宗
は
自
ら
公
主
を
送
っ
て
始
平
に
至

り
、
二
月
癸
未
の
日
、
長
安
に
帰
還
し
た
。
金
城
公
主
が
吐
蕃
に
到
着
す
る
と
吐
蕃
王
は
別
に
城
を
築
き
、
公
主
を
住
ま
わ
せ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、
玄
宗
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
条

二
月
丁
酉
の
日
、
金
城
公
主
が
碑
文
を
赤
嶺
に
立
て
て
唐
と
吐
蕃
の
境
界
線
を
分
け
て
ほ
し
い
と
請
願
し
た）
（1
（

の
で
玄
宗
は
こ
れ
を
許
し
た
。
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・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
四
、
玄
宗
開
元
二
十
八
年
（
七
四
〇
）
条

金
城
公
主
が
亡
く
な
っ
た
の
で
吐
蕃
は
（
使
者
を
派
遣
し
）
公
主
の
喪
を
告
げ
、
さ
ら
に
和
平
を
請
願
し
た
が
、
玄
宗
は
（
吐
蕃
と
の
和
平

を
）
許
さ
な
か
っ
た
。

（
４
）
永
楽
公
主
〔
契
丹）
（1
（

の
李
失
活
に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
下
、
契
丹
伝

翌
年
（
開
元
五
年）
（1
（

、
七
一
七
年
）
契
丹
の
李
失
活
が
入
朝
し
た
の
で
、
玄
宗
は
宗
室
の
外
甥
の
娘
楊
氏
を
封
じ
て
永
楽
公
主
と
な
し
、
李

失
活
の
妻
と
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
契
丹
伝

玄
宗
は
東
平
王
の
外
孫
楊
元
嗣
の
娘
を
永
楽
公
主）
11
（

と
な
し
、
李
失
活
の
妻
と
し
た
。
翌
年
（
開
元
六
年
、
七
一
八
年
）
李
失
活
が
死
去
し

た
。
…
玄
宗
は
、
李
失
活
の
弟
娑
固
に
封
冊
と
領
地
を
継
承
さ
せ
た
。
翌
年
（
開
元
七
年
、
七
一
九
年
）
李
娑
固
が
永
楽
公
主
と
来
朝
し
、

玄
宗
は
宴
と
贈
物
を
授
け
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
、
開
元
五
年
（
七
一
七
）
条

十
一
月
丙
申
の
日
、
契
丹
王
の
李
失
活
が
入
朝
し
た
。
十
二
月
壬
午
の
日
、
玄
宗
は
東
平
王
の
外
孫
楊
氏
を
永
楽
公
主
と
な
し
、
李
失
活

の
妻
と
な
し
た
。
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（
５
）
燕
郡
公
主
〔
契
丹
の
李
鬱
于
に
降
嫁
。
李
吐
于
と
再
婚
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
下
、
契
丹
伝

開
元
十
年
（
七
二
二
）
契
丹
の
李
鬱
于
が
入
朝
し
、
婚
姻
を
請
願
し
た
。
そ
こ
で
玄
宗
は
、
従
妹
の
夫
で
率
更
令
の
慕
容
嘉
賓
の
娘
を
燕

郡
公
主
に
封
じ
、
李
鬱
于
の
妻
と
し
た
。
…
翌
年
（
開
元
十
一
年
、
七
二
三
年
）
李
鬱
于
が
病
死
し
、
弟
の
李
吐
于
が
兄
に
代
わ
っ
て
契
丹

の
民
を
統
べ
、
兄
の
官
職
と
爵
位
を
継
承
し
た
の
で
、
玄
宗
は
燕
郡
公
主
を
（
再
婚
さ
せ
て
）
李
吐
于
の
妻
と
し
た
。
李
吐
于
は
大
臣
の
可

突
于
と
ま
た
互
い
に
対
立
し
、
開
元
十
三
年
（
七
二
五
）
燕
郡
公
主
を
伴
っ
て
唐
に
亡
命
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
契
丹
伝

（
李
）
鬱
于
が
来
朝
し
た
の
で
玄
宗
は
率
更
令
を
授
け
、
宗
室
出
身
の
慕
容
氏
の
娘
を
燕
郡
公
主
と
し
、
李
鬱
于
の
妻
と
し
た
。
…
李
鬱

于
が
亡
く
な
り
、
弟
の
李
吐
于
が
後
を
継
い
だ
が
、
可
突
于
と
対
立
し
、
契
丹
の
民
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
燕
郡
公
主

を
伴
っ
て
唐
に
亡
命
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
二
、
玄
宗
開
元
十
年
（
七
二
二
）
条

五
月
…
己
丑
の
日
、
玄
宗
は
餘
姚
県
主
の
娘
慕
容
氏
を
燕
郡
公
主
と
な
し
、
契
丹
王
李
鬱
于
の
妻
と
し
た
。

（
６
）
東
華
公
主
〔
契
丹
の
李
邵
固
に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
下
、
契
丹
伝

そ
の
冬
（
＝
開
元
十
三
年）
1（
（

、
七
二
五
年
の
冬
）、
玄
宗
が
（
泰
山
で
封
禅
を
行
う
た
め
）
東
巡
す
る
と
、
李
邵
固
が
行
宮
を
訪
問
し
玄
宗
に

従
っ
て
泰
山
の
麓
ま
で
来
た
の
で
、
玄
宗
は
李
邵
固
を
左
羽
林
軍
員
外
大
将
軍
・
静
析
軍
経
略
大
使
に
任
じ
、
改
め
て
広
化
郡
王
に
封
じ
た
。

ま
た
、
玄
宗
の
従
外
甥
の
娘
陳
氏
を
東
華
公
主
に
封
じ
李
邵
固
の
妻
と
し
た
。
…
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
可
突
于
が
李
邵
固
を
殺
し
、
契
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丹
の
部
落
を
率
い
、
奚
の
民
を
脅
迫
し
て
突
厥
に
投
降
し
た
の
で
東
華
公
主
は
平
盧
軍
に
避
難
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
契
丹
伝

翌
年
（
開
元
十
四
年）
11
（

、
七
二
六
年
）、
玄
宗
は
李
邵
固
に
左
羽
林
衛
大
将
軍
を
拝
し
、
広
化
郡
王
に
封
じ
、
宗
室
の
娘
陳
氏
を
東
華
公
主
と

な
し
邵
固
の
妻
と
し
た
。
…
そ
の
の
ち
三
年
（
開
元
十
八
年
）、
可
突
于
が
李
邵
固
を
殺
害
し
、
屈
烈
を
擁
立
し
て
契
丹
の
王
と
な
し
、
奚
の

民
を
脅
し
て
と
も
に
突
厥
に
投
降
し
た
の
で
、
東
華
公
主
は
平
盧
軍
に
逃
げ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、
玄
宗
開
元
十
四
年
（
七
二
六
）
条

春
正
月
癸
未
の
日
、
玄
宗
は
改
め
て
契
丹
の
松
漠
王
李
邵
固
を
広
化
王
と
な
し
、
奚
の
饒
楽
王
李
魯
蘇
を
奉
誠
王
と
な
し
た
。
ま
た
、
玄

宗
の
従
甥
の
陳
氏
を
東
華
公
主
と
な
し
て
李
邵
固
の
妻
と
し
、
成
安
公
主
の
娘
韋
氏
を
東
光
公
主
と
な
し
て
李
魯
蘇
の
妻
と
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、
玄
宗
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
条

五
月
…
己
酉
の
日
、
可
突
于
が
李
邵
固
を
殺
し
契
丹
人
を
率
い
、
ま
た
奚
の
民
を
脅
し
て
叛
き
突
厥
に
投
降
し
た
の
で
、
奚
王
の
李
魯
蘇
、

お
よ
び
妻
の
韋
氏
（
東
光
公
主
）、
李
邵
固
の
妻
陳
氏
（
東
華
公
主
）
は
み
な
唐
に
亡
命
し
た
。

（
７
）
固
安
公
主
〔
奚）
11
（

の
李
大
輔
に
降
嫁
。
李
魯
蘇
と
再
婚
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
下
、
奚
伝

そ
の
年
（
開
元
五
年）
11
（

、
七
一
七
年
）、
奚
の
李
大
輔
が
入
朝
し
た
の
で
、
玄
宗
は
詔
し
従
外
甥
の
娘
辛
氏
を
固
安
公
主）
11
（

と
な
し
大
輔
の
妻
と

し
絹
千
五
百
匹
を
賜
っ
た
。
玄
宗
は
右
領
軍
将
軍
の
李
済
を
派
遣
し
、
節
を
持
っ
て
大
輔
を
送
り
奚
に
帰
国
さ
せ
た
。
開
元
八
年
（
七
二

〇
）
大
輔
が
軍
を
率
い
契
丹
に
加
勢
に
赴
き
戦
死
し
た
。
弟
の
魯
蘇
が
後
を
継
ぎ
契
丹
王
に
即
位
し
た
。
開
元
十
年
（
七
二
二
）
李
魯
蘇
が

入
朝
し
た
の
で
、
玄
宗
は
詔
し
て
魯
蘇
に
兄
の
位
階
、
饒
楽
郡
王
・
右
金
吾
員
外
大
将
軍
・
保
塞
軍
経
略
大
使
を
継
承
さ
せ
絹
千
匹
を
賜
っ
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た
。
ま
た
固
安
公
主
を
（
再
婚
さ
せ
て
）
魯
蘇
の
妻
と
し
た
。
し
か
し
固
安
公
主
は
（
魯
蘇
の
）
嫡
母
と
仲
が
悪
く
互
い
に
論
告
し
あ
っ
た

の
で
、
玄
宗
は
詔
し
固
安
公
主
を
離
婚
さ
せ
、
成
安
公
主
の
娘
韋
氏
を
東
光
公
主
と
な
し
再
び
魯
蘇
の
妻
と
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
奚
伝

玄
宗
は
開
元
二
年
（
七
一
四
）
…
（
奚
の
李
大
酺
を
）
饒
楽
郡
王
・
左
金
吾
衛
大
将
軍
・
饒
楽
都
督
に
封
じ
た
。
宗
室
の
娘
辛
氏
に
詔
し
て

固
安
公
主
と
な
し
、
李
大
酺
の
妻
と
し
た
。
翌
年
（
開
元
五
年）
11
（

）
李
大
酺
は
自
ら
入
朝
し
固
安
公
主
と
結
婚
し
た
。
…
李
大
酺
は
後
に
契
丹

の
可
突
于
と
戦
っ
て
亡
く
な
り
、
弟
の
魯
蘇
が
奚
を
支
配
し
王
位
を
継
承
し
た
。
…
牙
官
の
塞
黙
羯
が
謀
反
を
企
て
た
の
で
、
固
安
公
主
は

酒
宴
を
設
け
て
塞
黙
羯
を
お
び
き
寄
せ
殺
害
し
た）
11
（

。
玄
宗
は
公
主
の
功
績
を
褒
め
数
万
の
品
を
賜
っ
た
。
し
か
し
公
主
が
（
李
魯
蘇
の
）
母

と
互
い
に
論
告
し
あ
っ
て
罪
を
得
た
の
で
、
玄
宗
は
改
め
て
盛
安
公
主
の
娘
韋
氏
を
東
光
公
主
と
な
し
、
李
魯
蘇
の
（
新
し
い
）
妻
と
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
、
玄
宗
開
元
五
年
（
七
一
七
）
条

夏
四
月
甲
戌
、
玄
宗
は
奚
王
李
大
酺
の
妃
辛
氏
に
固
安
公
主
の
称
号
を
授
け
た
。

（
８
）
東
光
公
主
〔
奚
の
李
魯
蘇
に
後
妻
と
し
て
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
下
、
奚
伝

玄
宗
は
詔
し
（
固
安
公
主
を
）
離
別
さ
せ
、
成
安
公
主）
11
（

の
娘
韋
氏
を
東
光
公
主
と
な
し
再
び
李
魯
蘇
の
妻
と
し
た
。
…
（
開
元
）
十
八
年

（
七
三
〇
）
奚
の
民
は
契
丹
の
衙
官
可
突
于
に
脅
さ
れ
て
再
び
唐
に
叛
き
突
厥
に
投
降
し
た
。
李
魯
蘇
は
奚
を
統
御
で
き
ず
渝
関
に
逃
亡
し
、

東
光
公
主
も
平
盧
軍
に
避
難
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
奚
伝

玄
宗
は
盛
安
公
主
の
娘
の
韋
氏
を
東
光
公
主
と
な
し
、
李
魯
蘇
の
妻
と
し
た
。
…
契
丹
の
可
突
于
が
叛
き
、
奚
の
民
を
脅
し
突
厥
に
帰
順
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し
た
の
で
、
李
魯
蘇
は
奚
を
統
御
で
き
ず
楡
関
に
逃
走
し
、
東
光
公
主
も
平
盧
軍
に
避
難
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、
開
元
十
四
年
（
七
二
六
）
条

春
正
月
癸
未
の
日
、
玄
宗
は
改
め
て
契
丹
の
松
漠
王
李
邵
固
を
広
化
王
と
な
し
、
奚
の
饒
楽
王
李
魯
蘇
を
奉
誠
王
と
な
し
た
。
ま
た
、
玄

宗
の
従
甥
の
陳
氏
を
東
華
公
主
と
な
し
て
李
邵
固
の
妻
と
し
、
成
安
公
主
の
娘
の
韋
氏
を
東
光
公
主
と
な
し
て
李
魯
蘇
の
妻
と
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、
玄
宗
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
条

五
月
…
己
酉
の
日
、
可
突
于
が
（
契
丹
王
の
）
李
邵
固
を
殺
し
、
契
丹
人
を
率
い
、
ま
た
奚
の
民
を
脅
し
て
叛
き
突
厥
に
投
降
し
た
の
で
、

奚
王
の
李
魯
蘇
、
お
よ
び
妻
の
韋
氏
（
東
光
公
主
）、
李
邵
固
の
妻
陳
氏
（
東
華
公
主
）
は
み
な
唐
に
亡
命
し
た
。

（
９
）
交
河
公
主）
11
（

〔
突
騎
施）
11
（

の
蘇
禄）
1（
（

に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
四
下
・
突
厥
伝
下
、
突
騎
施
伝

開
元
三
年
（
七
一
五
）
玄
宗
は
突
騎
施
の
蘇
禄
を
左
羽
林
軍
大
将
軍
・
金
方
道
経
略
大
使
に
任
じ
、
特
勤
に
昇
進
さ
せ
、
侍
御
史
の
解
忠

順
を
派
遣
し
璽
書
を
授
け
忠
順
可
汗
に
冊
立
し
た
。
こ
れ
以
降
、
蘇
禄
が
毎
年
遣
使
し
朝
貢
し
た
の
で
玄
宗
は
史
懐
道
（
阿
史
那
懐
道）
11
（

）
の

娘
を
金
河
公
主）
11
（

と
な
し
蘇
禄
の
妻
と
し
た
。
こ
の
と
き
杜
暹
が
安
西
都
護
で
あ
っ
た
が
、
公
主
が
牙
官
を
派
遣
し
馬
千
頭
を
も
た
ら
し
安
西

で
交
易
さ
せ
、
使
者
が
公
主
の
命
令
を
告
げ
る
と
杜
暹
は
怒
り
、「
阿
史
那
氏
の
娘
が
命
令
し
、
私
に
指
図
す
る
と
は
何
事
だ
」
と
言
っ
て

使
者
を
杖
で
打
ち
、
拘
留
し
て
帰
さ
な
か
っ
た
。
公
主
の
馬
は
雪
に
あ
い
、
寒
さ
の
せ
い
で
盡
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
蘇
禄
は
た
い
そ
う
怒

り
、
出
兵
し
て
安
西
四
鎮
を
攻
撃
し
た
。
…
（
開
元
）
二
十
六
年
（
七
三
八
）
夏
、
莫
賀
達
干
が
軍
を
率
い
蘇
禄
を
夜
襲
し
殺
害
し
た
。
…

（
安
西
都
護
の
蓋
）
嘉
運
は
軍
を
率
い
莫
賀
達
干
を
討
ち
…
金
河
公
主
を
捕
え
帰
国
し
た）
11
（

。
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・『
新
唐
書
』
巻
二
一
五
下
、
突
厥
伝
下
、
突
騎
施
伝

玄
宗
は
阿
史
那
懐
道
の
娘
を
交
河
公
主
と
な
し
蘇
禄
に
娶
せ
た
。
こ
の
年
（
開
元
十
四
年）
11
（

、
七
二
六
年
）
突
騎
施
は
安
西
で
馬
を
交
易
し

た
が
、
使
者
が
公
主
の
命
令
を
安
西
都
護
の
杜
暹
に
伝
え
る
と
杜
暹
は
怒
り
「
阿
史
那
の
娘
が
命
令
す
る
と
は
何
事
だ
」
と
言
っ
て
使
者
を

笞
打
ち
、
蘇
禄
に
報
告
し
な
か
っ
た
。
蘇
禄
は
怒
り
、
密
か
に
吐
蕃
と
結
ん
で
挙
兵
し
、
安
西
四
鎮
を
略
奪
し
安
西
城
を
包
囲
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
二
、
玄
宗
開
元
十
年
（
七
二
二
）
条

十
二
月
庚
子
、
十
姓
可
汗
・
阿
史
那
懐
道
の
娘
を
交
河
公
主
と
な
し
突
騎
施
の
可
汗
蘇
禄
に
嫁
が
せ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、
玄
宗
開
元
十
四
年
（
七
二
六
）
条

杜
暹
が
安
西
都
護
で
あ
っ
た
。
突
騎
施
の
交
河
公
主
が
牙
官
を
派
遣
し
、
馬
千
頭
を
連
れ
て
安
西
に
赴
き
交
易
を
さ
せ
た
。
使
者
が
公
主

の
命
令
を
告
げ
る
と
杜
暹
は
怒
り
、「
阿
史
那
の
娘
が
な
ぜ
私
に
命
令
で
き
る
の
か
」
と
言
っ
て
使
者
を
杖
で
打
ち
、
拘
留
し
て
帰
国
さ
せ

な
か
っ
た
。
馬
は
雪
に
あ
い
盡
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
突
騎
施
可
汗
の
蘇
禄
は
激
怒
し
、
軍
を
出
動
さ
せ
て
安
西
四
鎮
を
襲
撃
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
四
、
玄
宗
開
元
二
十
七
年
（
七
三
九
）
条

秋
八
月
乙
亥
の
日
、
磧
西
節
度
使
の
蓋
嘉
運
が
突
騎
施
可
汗
の
吐
火
仙
を
捕
え
た
。
嘉
運
は
…
つ
い
に
曳
建
城
に
入
城
し
、
交
河
公
主
を

捕
え
た
。

（
10
）
和
義
公
主
〔
寧
遠
（
フ
ェ
ル
ガ
ナ）
11
（

）
の
阿
悉
爛
達
干
に
降
嫁
〕

・『
新
唐
書
』
巻
二
二
一
下
、
西
域
伝
下
、
寧
遠
伝

天
寶
三
載
…
玄
宗
は
宗
室
の
娘）
11
（

を
封
じ
て
和
義
公
主
と
な
し
、
寧
遠
王
の
阿
悉
爛
達
干
に
降
嫁
さ
せ
た
。

74



・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
五
、
玄
宗
天
寶
三
載
（
七
四
四
）
条

十
二
月
…
癸
卯
、
玄
宗
は
宗
室
の
娘
を
和
義
公
主
と
な
し
寧
遠
の
奉
化
王
阿
悉
爛
達
干
に
降
嫁
さ
せ
た
。

（
11
）
静
楽
公
主
〔
契
丹
の
李
懐
秀
（
李
懐
節
）
に
降
嫁
〕

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
契
丹
伝

天
寶
四
載
（
七
四
五
）
契
丹
の
首
領
李
懐
秀
が
降
伏
し
た
の
で
、
玄
宗
は
松
漠
都
督
を
授
け
、
崇
順
王
に
封
じ
、
宗
室
の
娘
独
孤
氏
を
静

楽
公
主
と
な
し
李
懐
秀
の
妻
と
し
た）
11
（

。
こ
の
年
、
李
懐
秀
は
静
楽
公
主
を
殺
害
し
て
叛
き
、
唐
か
ら
去
っ
た
。
范
陽
節
度
使
の
安
祿
山
が
李

懐
秀
を
討
伐
し
撃
破
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
五
、
玄
宗
天
寶
四
載
（
七
四
五
）
条

三
月
壬
申
、
玄
宗
は
外
孫
の
独
孤
氏
を
静
楽
公
主
と
な
し
、
契
丹
王
の
李
懐
節
に
降
嫁
さ
せ
、
甥
の
楊
氏
を
宜
芳
公
主
と
な
し
、
奚
の
李

延
寵
に
降
嫁
さ
せ
た
。
…
九
月
…
安
禄
山
が
辺
境
で
功
績
を
あ
げ
、
玄
宗
の
寵
愛
を
得
た
い
と
望
み
、
頻
繁
に
奚
・
契
丹
を
侵
略
・
略
奪
し

た
の
で
奚
と
契
丹
は
そ
れ
ぞ
れ
公
主
達
（
宜
芳
公
主
と
静
楽
公
主
）
を
殺
害
し
反
旗
を
翻
し
た
。
安
禄
山
は
奚
・
契
丹
を
討
伐
し
撃
破
し
た
。

（
12
）
宜
芳
公
主
〔
奚
の
李
延
寵
に
降
嫁
〕

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
、
奚
伝

李
延
寵
が
唐
に
投
降
し
た
の
で
、
玄
宗
は
李
延
寵
を
饒
楽
都
督
・
懐
信
王
に
任
命
し
、
宗
室
の
娘
楊
氏
を
宜
芳
公
主
と
な
し
李
延
寵
の
妻

と
し
た）
11
（

。
李
延
寵
は
宜
芳
公
主
を
殺
し
て
再
び
唐
に
叛
い
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
五
、
玄
宗
天
寶
四
載
条
（
静
楽
公
主
の
記
事
を
参
照
）
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（
13
）
寧
国
公
主
〔
ウ
イ
グ
ル
の
葛
勒
可
汗
（
英
武
威
遠
毗
伽
可
汗
）
に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
、
迴
紇
伝

乾
元
元
年
（
七
五
八
）
…
秋
七
月
丁
亥
の
日
、
粛
宗
は
詔
を
下
し
、
幼
い
娘）
11
（

を
封
じ
て
寧
国
公
主
と
な
し
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
さ
せ
る
こ
と

と
し
た
。
公
主
が
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
す
る
日
、
堂
弟
（
従
弟
）
の
漢
中
郡
王
瑀
を
…
「
冊
命
英
武
威
遠
毗
伽
可
汗
使
」
に
任
命
し
、
堂
姪

（
従
甥
）
の
左
司
郎
中
巽
を
…
副
使
と
し
、
寧
国
公
主
礼
会
使
を
兼
ね
さ
せ
た
。
ま
た
…
裴
冕
を
派
遣
し
、
寧
国
公
主
を
送
っ
て
国
境
ま
で

赴
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
癸
巳
の
日
、
ウ
イ
グ
ル
の
英
武
威
遠
毗
伽
可
汗
を
冊
立
す
る
た
め
粛
宗
は
宣
政
殿
に
出
向
き
、
漢
中
王
瑀
は
冊
命

を
受
け
た
。
甲
午
の
日
、
肅
宗
が
公
主
を
送
っ
て
咸
陽
の
磁
門
駅
ま
で
赴
く
と
、
公
主
が
泣
い
て
「
国
家
の
事
は
重
要
で
す
。
私
は
死
ん
で

も
恨
み
ま
せ
ん
」
と
言
う
の
で
、
粛
宗
は
涙
を
流
し
て
長
安
に
帰
っ
た
。
…
瑀
は
（
可
汗
が
長
椅
子
の
上
に
座
っ
て
い
た
の
で
）「
天
子
は
可

汗
に
功
績
が
あ
る
か
ら
公
主
を
妻
と
し
、
可
汗
と
婚
姻
の
誼
を
結
ぶ
の
で
す
。
近
頃
中
国
が
周
辺
国
と
和
親
を
結
ぶ
際
、
み
な
宗
室
の
娘
に

公
主
の
称
号
を
授
け
て
降
嫁
さ
せ
ま
す
が
、
寧
国
公
主
は
天
子
の
実
の
娘
で
あ
り
、
才
知
と
美
貌
を
備
え
て
お
り
、
万
里
の
遠
方
に
降
嫁
さ

せ
て
可
汗
の
妻
と
な
す
の
で
す
。
可
汗
は
唐
皇
帝
の
女
婿
に
な
る
の
で
す
か
ら
礼
儀
を
整
え
て
公
主
を
迎
え
る
べ
き
で
す
。
榻
（
長
椅
子
）

の
上
に
座
っ
て
勅
書
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
可
汗
は
立
ち
上
が
り
、
勅
書
を
奉
り
冊
命
を
受
け
た
。
翌

日
、
可
汗
は
寧
国
公
主
を
可
敦
に
冊
立
し
た
。
ウ
イ
グ
ル
の
首
領
達
は
喜
び
「
唐
の
天
子
は
貴
く
重
々
し
い
。
天
子
の
実
の
娘
が
来
た
ぞ
」

と
言
っ
た
。
…
九
月
甲
申
の
日
、
ウ
イ
グ
ル
は
大
首
領
の
蓋
将
軍
ら
を
派
遣
し
公
主
降
嫁
に
感
謝
し
た
。
…
十
二
月
甲
午
の
日
、
ウ
イ
グ
ル

は
三
人
の
婦
人
を
派
遣
し
寧
国
公
主
の
降
嫁
に
対
し
感
謝
を
捧
げ
た
。
…
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
…
夏
四
月
、
ウ
イ
グ
ル
の
毗
伽
闕
可
汗
が

亡
く
な
っ
た
。
長
男
の
葉
護
は
す
で
に
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
、
末
息
子
の
登
里
可
汗
が
擁
立
さ
れ
、
そ
の
妻
が
可
敦
と
な
っ
た
。
…
毗
伽
闕

可
汗
が
初
め
死
ん
だ
と
き
、
牙
官
や
都
督
ら
は
公
主
を
殉
死）
1（
（

さ
せ
可
汗
と
と
も
に
埋
葬
し
よ
う
と
し
た
が
、
公
主
は
「
わ
が
中
国
の
儀
礼
で

は
婿
が
死
ぬ
と
妻
は
喪
に
服
し
、
朝
夕
大
声
を
上
げ
て
泣
き
三
年
間
喪
服
を
着
ま
す
。
い
ま
ウ
イ
グ
ル
は
中
国
の
婦
人
を
娶
っ
た
の
で
す
か
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ら
中
国
の
儀
礼
に
従
う
べ
き
で
す
。
も
し
い
ま
私
が
ウ
イ
グ
ル
の
法
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
万
里
も
離
れ
た
遠
国
と
婚
姻
を
結
ぶ

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
て
殉
死
を
拒
ん
だ
。
と
は
い
え
公
主
も
ま
た
ウ
イ
グ
ル
の
𠢐
面
と
い
う
葬
送
儀
礼
に
従
い
、
顔
を
切
っ

て
大
声
で
泣
い
た）
11
（

。
公
主
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た
の
で
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
秋
八
月
、
寧
国
公
主
が
ウ
イ
グ
ル
よ
り
帰
還
し
た
の

で
、
粛
宗
は
百
官
に
詔
し
長
安
城
の
明
鳳
門
の
外
で
公
主
を
迎
え
さ
せ
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
八
三
、
諸
帝
公
主
伝
、
粛
宗
次
女
・
寧
国
公
主
（
蕭
国
公
主
）
伝

蕭
国
公
主
は
初
め
寧
国
に
封
じ
ら
れ
た
。
鄭
巽
に
嫁
い
た
が
（
亡
く
な
っ
た
の
で
）、
公
主
は
ま
た
薛
康
衡
に
嫁
い
だ
。（
し
か
し
薛
康
衡
も

死
去
し
た
の
で
）
乾
元
元
年
、
公
主
は
ウ
イ
グ
ル
の
英
武
威
遠
可
汗
に
降
嫁
し
た
。
粛
宗
は
公
主
の
た
め
に
府
を
設
置
し
た
。（
乾
元
）
二
年
、

公
主
は
長
安
に
帰
還
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
上
、
回
鶻
伝
上

乾
元
元
年
…
（
ウ
イ
グ
ル
の
）
使
者
が
婚
姻
を
請
願
し
た
の
で
粛
宗
は
許
可
し
、
幼
い
娘
寧
国
公
主
を
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
…
粛

宗
は
公
主
を
見
送
る
た
め
咸
陽
に
赴
き
何
度
も
公
主
を
慰
め
励
ま
し
た
。
公
主
は
泣
い
て
「
国
家
は
多
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
死
ん
で
も

恨
み
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
…
瑀
が
可
汗
に
対
し
「
…
近
頃
中
国
は
夷
狄
と
通
婚
し
ま
す
が
（
降
嫁
す
る
の
は
）
み
な
宗
室
の
娘
で
す
。
し

か
し
寧
国
公
主
は
粛
宗
の
娘
で
あ
り
徳
と
美
貌
を
備
え
、
万
里
の
遠
方
に
来
て
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
す
る
の
で
す
。
…
ど
う
し
て
座
っ
た
ま
ま

勅
書
を
受
け
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
」
と
言
う
と
可
汗
は
恥
じ
、
立
ち
上
が
っ
て
勅
書
を
受
け
冊
を
受
け
、
翌
日
、
公
主
を
尊
び
可
敦
と
な
し

た
。
…
に
わ
か
に
可
汗
が
亡
く
な
り
、
ウ
イ
グ
ル
人
は
公
主
を
殉
死
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
公
主
が
「
中
国
で
は
婿
が
死
ぬ
と
、
妻
は
朝
夕

夫
を
悼
み
、
三
年
間
喪
に
服
し
ま
す
。
ウ
イ
グ
ル
は
中
国
を
慕
っ
て
、
万
里
も
離
れ
た
唐
と
婚
姻
を
結
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
私
は
殉
死
す
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
の
で
、
ウ
イ
グ
ル
人
は
公
主
を
殉
死
さ
せ
る
こ
と
を
や
め
た
。
そ
れ
で
も
公
主
は
ウ
イ
グ
ル
の
葬
送
の
た

め
の
𠢐
面
の
儀
礼
に
従
い
、
顔
を
傷
つ
け
大
声
で
泣
い
た
。
そ
の
後
、
公
主
は
子
供
が
い
な
か
っ
た
の
で
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
〇
、
粛
宗
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
条

七
月
…
丁
亥
、
粛
宗
は
ウ
イ
グ
ル
の
可
汗
を
英
武
威
遠
毗
伽
闕
可
汗
に
冊
立
し
、
自
分
の
幼
い
娘
寧
国
公
主
を
可
汗
の
妻
と
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
一
、
粛
宗
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
条

四
月
…
ウ
イ
グ
ル
の
毗
伽
闕
可
汗
が
亡
く
な
っ
た
。
…
ウ
イ
グ
ル
は
寧
国
公
主
を
殉
死
さ
せ
た
が
っ
た
。
公
主
は
「
ウ
イ
グ
ル
は
中
国
の

風
俗
を
慕
い
、
中
国
女
性
を
娶
っ
て
妻
と
し
た
。
ウ
イ
グ
ル
の
風
習
に
従
わ
せ
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
万
里
も
離
れ
た
外
国
と
婚
姻
を
結
ぶ
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
て
殉
死
を
拒
ん
だ
が
、
ウ
イ
グ
ル
の
葬
送
儀
礼
に
従
っ
て
顔
を
傷
つ
け
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。

（
14
）
崇
徽
公
主
〔
ウ
イ
グ
ル
の
牟
羽
可
汗
（
登
里
可
汗
）
に
降
嫁
〕

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
上
、
回
鶻
伝

大
暦
三
年
（
七
六
八
）、
牟
羽
可
汗
の
妻
の
光
親
可
敦）
11
（

が
死
去
し
た
。
…
そ
こ
で
、
代
宗
は
翌
年
（
大
暦
四
年
）、
僕
固
懐
恩
の
幼
い
娘
を

崇
徽
公
主
と
な
し
て
牟
羽
可
汗
の
後
妻
と
し
、
兵
部
侍
郎
の
李
涵
に
節
を
持
た
せ
、
公
主
を
可
敦
に
冊
立
し
、
あ
や
ぎ
ぬ
二
万
匹
を
賜
っ
た
。

こ
の
当
時
、
唐
は
安
史
の
乱
に
よ
っ
て
財
政
が
逼
迫
し
降
嫁
の
費
用
を
捻
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
代
宗
は
公
卿
の
騾
馬
や
駱

駝
に
課
税
し
、
公
主
が
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
す
る
た
め
の
費
用
を
整
え
た）
11
（

。
宰
相
は
崇
徽
公
主
を
長
安
北
の
中
渭
橋
ま
で
見
送
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
四
、
代
宗
大
暦
四
年
（
七
六
九
）
条

初
め
僕
固
懐
恩
が
亡
く
な
っ
た
時
、
代
宗
は
懐
恩
の
功
績
を
賞
美
し
、
懐
恩
の
娘
を
宮
中
に
置
き
自
分
の
娘
と
し
て
養
育
し
た
。
ウ
イ
グ

ル
が
可
敦
と
な
る
女
性
の
降
嫁
を
請
願
し
た
の
で
、（
大
暦
四
年
）
夏
五
月
辛
卯
の
日
、
代
宗
は
懐
恩
の
娘
を
崇
徽
公
主
に
冊
立
し
、
ウ
イ

グ
ル
可
汗
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に
し
た
。（
五
月
）
壬
辰
の
日
、
兵
部
侍
郎
の
李
涵
に
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
ま
で
送
ら
せ
た
。
…
六
月
丁
酉
の
日
、

崇
徽
公
主
は
代
宗
に
暇
乞
い
を
し
て
出
立
し
、
ウ
イ
グ
ル
可
汗
の
天
幕
に
到
着
し
た
。
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（
15
）
咸
安
公
主
〔
ウ
イ
グ
ル
の
天
親
可
汗
に
降
嫁
、
忠
貞
可
汗
・
奉
誠
可
汗
・
懐
信
可
汗
と
再
婚
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
、
迴
紇
伝

（
貞
元
）
四
年
（
七
八
八
）
十
月
、
ウ
イ
グ
ル
の
公
主
（
可
汗
の
妹
毗
伽
公
主
）
や
使
者
達
が
到
来
し
た
の
で
、
徳
宗
は
延
喜
門
ま
で
出
向

き
使
節
一
行
を
謁
見
し
た
。
可
汗
は
唐
と
の
和
親
を
喜
び
、
礼
儀
は
恭
し
く
、「
昔
、
唐
と
ウ
イ
グ
ル
は
兄
弟
の
関
係
に
あ
り
ま
し
た
が
、

い
ま
ウ
イ
グ
ル
は
娘
婿
、
つ
ま
り
半
子
に
な
り
ま
し
た
」
と
上
奏
し
た
。
ま
た
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
達
は
吐
蕃
の
使
者
を
罵
り
辱
め
た）
11
（

。
ウ
イ

グ
ル
は
ま
た
大
首
領
達
の
妻
妾
ら
約
五
十
六
名
の
婦
人
達
を
派
遣
し
可
敦
を
迎
え
に
来
さ
せ
、
千
餘
人
を
派
遣
し
、
結
納
品
と
し
て
二
千
頭

の
馬
を
献
じ
た
。
徳
宗
は
朔
州
と
太
原
に
命
じ
ウ
イ
グ
ル
人
七
百
名
を
分
け
て
滞
在
さ
せ
た
。
ウ
イ
グ
ル
の
宰
相
と
首
領
が
み
な
来
朝
す
る

と
、
徳
宗
は
彼
ら
を
鴻
臚
寺
と
将
作
監
に
分
け
て
宿
泊
さ
せ
た
。
癸
巳
の
日
、
徳
宗
は
宣
政
殿
で
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
達
を
謁
見
し
た
。
乙
未

の
日
、
徳
宗
は
ウ
イ
グ
ル
の
公
主
や
使
者
達
を
召
し
麟
徳
殿
で
謁
見
し
、
各
人
に
贈
物
を
授
け
た
。
庚
子
の
日
、
徳
宗
は
咸
安
公
主
に
詔
し
、

ウ
イ
グ
ル
可
汗
に
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
公
主
府
を
設
置
し
、
官
属
を
親
王
の
例
に
準
じ
さ
せ
た
。
徳
宗
は
殿
中
監
の
嗣
滕
王
湛
然
を
咸

安
公
主
婚
礼
使
に
任
命
し
、
検
校
右
僕
射
の
関
播
を
「
送
咸
安
公
主
及
冊
迴
紇
可
汗
使
」
に
任
じ
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
八
三
、
諸
帝
公
主
伝
、
徳
宗
第
八
女
・
咸
安
公
主
（
燕
国
襄
穆
公
主
）
伝

燕
国
襄
穆
公
主
は
初
め
咸
安
に
封
じ
ら
れ
た
。
ウ
イ
グ
ル
の
武
義
成
功
可
汗
に
降
嫁
し
た
。
公
主
の
府
を
設
置
し
た
。
元
和
時
代
に
亡
く

な
り
、
爵
位
と
謚
号
を
贈
ら
れ
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
上
、
回
鶻
伝
上

徳
宗
は
、
ウ
イ
グ
ル
に
公
主
降
嫁
を
許
し
た
。
ウ
イ
グ
ル
も
約
束
通
り
に
行
う
こ
と
を
請
願
し
た
の
で
、
徳
宗
は
娘
の
咸
安
公
主
に
詔
し

て
ウ
イ
グ
ル
へ
の
降
嫁
を
命
じ
、
ま
た
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
合
闕
達
干
に
対
し
て
も
詔
を
下
し
、
麟
徳
殿
で
公
主
と
対
面
さ
せ
た
。
徳
宗
は
さ

ら
に
中
謁
者
に
公
主
の
絵
画
を
持
っ
て
こ
さ
せ
可
汗
に
賜
っ
た
。
翌
年
（
貞
元
四
年
、
七
八
八
年
）、
可
汗
は
宰
相
の

跌
都
督
ら
千
餘
名
を
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唐
に
派
遣
し
、
ま
た
妹
の
骨
咄
禄
毗
伽
公
主
も
派
遣
し
、
大
首
領
の
妻
ら
五
十
名
を
率
い
て
咸
安
公
主
を
迎
え
さ
せ
、
徳
宗
に
結
納
品
も

贈
っ
た
。
…
徳
宗
は
咸
安
公
主
を
智
恵
端
正
長
寿
孝
順
可
敦）
11
（

と
し
た
。
…
（
元
和
）
三
年
（
八
〇
八
）、
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
が
来
朝
し
咸
安
公

主
の
喪
を
告
げ
た
。
公
主
は
四
代
の
可
汗
（
天
親
可
汗
・
忠
貞
可
汗
・
奉
誠
可
汗
・
懐
信
可
汗
）
と
代
々
婚
姻
を
結
び
、
約
二
十
一
年
間
ウ
イ

グ
ル
に
い
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
三
、
徳
宗
貞
元
三
年
〜
貞
元
四
年
条

貞
元
三
年
（
七
八
七
）
…
九
月
…
ウ
イ
グ
ル
の
合
骨
咄
禄
可
汗
が
し
ば
し
ば
和
親
を
求
め
、
さ
ら
に
婚
姻
を
結
び
た
い
と
請
願
し
た
。
…

癸
亥
の
日
、
徳
宗
は
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
合
闕
将
軍
を
帰
国
さ
せ
、
咸
安
公
主
を
可
汗
の
妻
と
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
…
貞
元
四
年
（
七
八

八
）
…
九
月
…
ウ
イ
グ
ル
の
合
骨
咄
禄
可
汗
が
唐
か
ら
通
婚
の
許
可
を
得
て
た
い
そ
う
喜
び
、
妹
の
骨
咄
禄
毗
伽
公
主
や
大
臣
の
妻
、
宰
相
、

跌
都
督
以
下
、
千
餘
人
を
派
遣
し
て
可
敦
を
迎
え
に
来
た
。
言
葉
づ
か
い
も
礼
儀
も
恭
し
く
、「
昔
、
唐
と
ウ
イ
グ
ル
は
兄
弟
に
な
り
ま

し
た
が
、
い
ま
ウ
イ
グ
ル
は
唐
の
娘
婿
、
半
子
に
な
り
ま
し
た
。
も
し
も
吐
蕃
が
災
い
に
な
る
な
ら
、
息
子
が
父
上
の
た
め
に
吐
蕃
を
排
除

し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
ま
た
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
は
吐
蕃
の
使
者
を
罵
り
辱
め
、
友
好
関
係
を
絶
っ
た
。
…
十
月
…
庚
子
の
日
、
徳
宗
は

勅
書
を
下
し
て
咸
安
公
主
を
冊
立
し
、
ウ
イ
グ
ル
可
汗
に
長
寿
天
親
可
汗
の
称
号
を
加
え
た
。
十
一
月
、
刑
部
尚
書
の
関
播
を
「
送
咸
安
公

主
、
兼
冊
回
鶻
可
汗
使
」
に
任
命
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
、
憲
宗
元
和
三
年
（
八
〇
八
）
条

二
月
戊
寅
の
日
、
咸
安
大
長
公
主
が
ウ
イ
グ
ル
で
死
去
し
た
。
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（
16
）
太
和
公
主
〔
ウ
イ
グ
ル
の
崇
徳
可
汗
に
降
嫁
〕

・『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
、
迴
紇
伝

長
慶
元
年
（
八
二
一
）、
ウ
イ
グ
ル
の
毗
伽
保
義
可
汗
が
亡
く
な
っ
た
。
…
四
月
、
穆
宗
は
ウ
イ
グ
ル
の
新
可
汗
を
登
羅
羽
録
没
密
施
句

主
録
毗
伽
可
汗
に
冊
立
し
た
。
…
五
月
、
ウ
イ
グ
ル
の
宰
相
、
都
督
、
公
主
、
マ
ニ
僧
な
ど
五
七
三
人
が
入
朝
し
公
主
を
迎
え
に
来
た
の
で

鴻
臚
寺
に
宿
泊
さ
せ
た
。
穆
宗
は
太
和
公
主
に
勅
書
を
下
し
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
さ
せ
て
可
敦
と
な
し
、
中
書
舎
人
の
王
起
に
命
じ
て
鴻
臚
寺

に
赴
か
せ
（
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
達
に
）
告
知
さ
せ
た
。
…
吐
蕃
が
青
塞
堡
を
侵
犯
し
た
の
は
、
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
和
親
が
原
因
で
あ
っ
た）
11
（

。

塩
州
刺
史
の
李
文
悦
は
出
兵
し
て
吐
蕃
軍
を
撃
退
し
、
ウ
イ
グ
ル
も
「
騎
兵
一
万
を
北
庭
か
ら
出
撃
さ
せ
、
騎
兵
一
万
を
安
西
か
ら
出
撃
さ

せ
て
吐
蕃
の
妨
害
を
撃
退
し
な
が
ら
太
和
公
主
を
迎
え
、
ウ
イ
グ
ル
に
帰
国
し
ま
す
」
と
上
奏
し
た
。
そ
の
月
（
五
月
）
穆
宗
は
太
和
公
主

に
勅
書
を
下
し
、「
太
和
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
さ
せ
、
特
別
に
公
主
府
を
設
置
し
、
官
属
を
親
王
の
例
に
倣
わ
せ
る
」
と
述
べ
た
。（
じ

つ
は
）
ウ
イ
グ
ル
は
咸
安
公
主
の
没
後
し
ば
し
ば
唐
に
心
服
し
昔
の
友
好
関
係
を
維
持
す
る
よ
う
請
願
し
た
が
、
長
い
間
、
許
さ
れ
な
か
っ

た
。
元
和
末
（
八
二
〇
年
頃
）
に
な
っ
て
ウ
イ
グ
ル
の
願
い
は
よ
り
切
実
に
な
っ
た
。
憲
宗
は
ウ
イ
グ
ル
が
唐
王
室
に
対
し
て
功
績
が
あ
り
、

ま
た
吐
蕃
が
近
頃
、
辺
境
を
襲
撃
し
災
厄
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
つ
い
に
ウ
イ
グ
ル
へ
の
公
主
降
嫁
を
許
し
た
が
、（
元
和
十
五
年
、
八
二
〇

年
）
憲
宗
が
崩
御
し
降
嫁
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
新
た
に
穆
宗
が
即
位
し
、
翌
年
（
長
慶
元
年
、
八
二
一
年
）
十
番
目
の
妹
を
封
じ
て
太
和
公

主
と
な
し
、
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
た
。
ウ
イ
グ
ル
の
登
邏
骨
没
密
施
合
毗
伽
可
汗
は
使
者
の
伊
難
珠
、
句
録
都
督
思
結
、
並
び
に
外
宰

相
、
駙
馬
、
梅
録
司
馬
、
そ
れ
に
公
主
一
人
、
葉
護
公
主
一
人
、
及
び
達
干
、
駱
駝
、
馬
千
餘
を
送
っ
て
公
主
を
迎
え
に
来
た
。
太
和
公
主

が
ウ
イ
グ
ル
に
向
け
て
出
立
す
る
際
、
穆
宗
は
通
化
門
の
左
室
に
出
向
い
て
見
送
り
、
百
官
を
章
敬
寺
の
前
で
整
列
さ
せ
た
。
儀
衛
は
盛
大

で
、
唐
の
男
女
は
城
を
傾
け
賑
や
か
に
花
嫁
行
列
を
見
物
し
た
。
十
一
月
、
振
武
節
度
使
の
張
惟
清
が
「
詔
に
従
っ
て
三
千
の
兵
を
出
撃
さ

せ
て
蔚
州
に
赴
き
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
一
千
は
す
で
に
出
撃
し
、
残
り
の
二
千
は
太
和
公
主
が
国
境
を
出
る
の
を
待
っ
て
出
動
さ
せ
ま
す
」
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と
上
奏
し
た
。
ま
た
張
惟
清
は
、「
天
徳
軍
か
ら
転
送
さ
れ
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
人
七
六
〇
名
が
駱
駝
と
車
を
引
い
て
相
次
い
で

黄
蘆
泉
に
到
着
し
太
和
公
主
を
迎
え
て
い
ま
す
」
と
上
奏
し
た
。
豊
州
刺
史
の
李
祐
も
「
太
和
公
主
を
迎
え
る
ウ
イ
グ
ル
人
三
千
名
が
柳
泉

の
そ
ば
に
陣
営
を
築
き
、
吐
蕃
軍
に
よ
る
妨
害
を
阻
止
し
て
い
ま
す
」
と
上
奏
し
た
。
…
長
慶
二
年
（
八
二
二
）
閏
十
月
、
金
吾
大
将
軍
の

胡
証
…
は
太
和
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
に
送
り
届
け
、
そ
の
後
ウ
イ
グ
ル
か
ら
長
安
に
帰
還
し
、
穆
宗
に
対
し
て
ウ
イ
グ
ル
で
の
出
来
事
を
報
告

し
た
。
初
め
太
和
公
主
が
ウ
イ
グ
ル
可
汗
の
天
幕
か
ら
二
晩
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
達
し
た
時
、
可
汗
が
数
百
騎
を
派
遣
し
公
主
と
一
緒
に
他

の
道
か
ら
先
に
行
き
た
い
と
請
願
し
た
が
、
胡
証
は
「
い
け
な
い
」
と
言
っ
た
。
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
は
「
前
に
咸
安
公
主
が
来
た
時
に
は
花

門
を
去
る
こ
と
数
百
里
の
所
で
先
に
行
っ
た
。
い
ま
な
ぜ
私
を
拒
否
す
る
の
か
」
と
言
っ
た
が
、
胡
証
が
「
わ
が
国
の
天
子
が
詔
を
出
し
て

公
主
を
送
り
、
可
汗
に
賜
っ
た
の
だ
。
い
ま
公
主
は
ま
だ
可
汗
に
会
っ
て
い
な
い
。
ど
う
し
て
先
に
行
け
よ
う
か
」
と
言
っ
た
の
で
、
ウ
イ

グ
ル
の
使
者
は
公
主
を
連
れ
て
行
く
の
を
や
め
た
。
公
主
が
可
汗
の
天
幕
に
到
着
す
る
と
、
可
汗
は
吉
日
を
選
ん
で
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
の
可

敦
に
冊
立
し
た
。
可
汗
は
ま
ず
楼
に
登
り
、
東
に
向
か
っ
て
座
る）
11
（

と
、
毛
氈
の
幔
幕
を
楼
の
下
に
設
け
て
公
主
を
座
ら
せ
、
大
勢
の
胡
人
に

命
じ
て
公
主
に
胡
法
を
教
え
さ
せ
た
。
公
主
は
初
め
て
唐
の
衣
服
を
脱
い
で
胡
服
を
着
用
し
た
が
、
そ
の
際
、
一
人
の
老
女
が
公
主
に
付
き

添
っ
た
。
公
主
は
楼
の
前
に
出
る
と
西
に
向
か
っ
て
拝
礼
し
た
。
可
汗
は
座
っ
た
ま
ま
こ
れ
を
眺
め
、
公
主
は
再
び
伏
し
拝
む
と
、
ま
た
毛

氈
の
幔
幕
の
中
に
入
り
、
前
に
着
て
い
た
服
を
脱
ぎ
、
可
敦
の
服
を
着
た
。
緩
や
か
な
上
衣
は
み
な
茜
色
で
、
黄
金
の
飾
り
の
付
い
た
冠
は

角
の
前
指
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
公
主
は
楼
を
出
て
可
汗
を
伏
し
拝
ん
だ
が
、
こ
れ
は
初
め
の
拝
礼
と
同
様
で
あ
っ
た
。
ウ
イ
グ
ル
は

ま
ず
大
き
な
輿
を
設
け
、
衝
立
の
前
に
小
さ
な
席
を
設
け
た
。
案
内
役
が
公
主
の
手
を
引
い
て
輿
に
乗
せ
、
迴
紇
九
姓
の
大
臣
ら
が
分
担
し

て
輿
を
背
負
い
、
庭
の
中
で
太
陽
の
回
る
方
角
に
従
っ
て
九
回
右
ま
わ
り
に
輿
を
回
し
た）
11
（

。
そ
れ
か
ら
公
主
は
輿
か
ら
降
り
て
楼
に
登
り
、

可
汗
と
一
緒
に
東
向
き
に
座
っ
た
。
臣
下
が
拝
謁
し
、
可
敦
と
な
っ
た
太
和
公
主
に
対
し
て
拝
礼
し
た
。
可
敦
は
自
分
の
天
幕
を
持
ち
、
二

人
の
大
臣
に
対
し
天
幕
の
中
に
出
入
り
す
る
よ
う
命
令
し
た
。
胡
証
達
が
帰
国
す
る
際
、
可
敦
は
天
幕
内
に
宴
席
を
設
け
、
終
日
天
幕
に
留
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ま
り
つ
づ
け
て
大
声
で
泣
い
た
の
で
、
可
汗
は
唐
の
使
者
達
に
対
し
手
厚
く
贈
り
も
の
を
し
た
。
…
（
大
和
）
九
年
（
八
三
五
）
六
月
、
入

朝
し
た
ウ
イ
グ
ル
の
使
者
は
、
太
和
公
主
が
献
上
し
た
馬
、
女
の
射
手
七
人
、
沙
陀
の
子
供
二
人
を
文
宗
に
献
じ
た
。
…
（
開
成
五
年
、
八

四
〇
年
）
キ
ル
ギ
ス
は
ウ
イ
グ
ル
を
撃
破）
11
（

し
、
太
和
公
主
を
捕
え
た
。
キ
ル
ギ
ス
は
李
陵
の
後
裔
を
自
称
し
、（
同
じ
李
陵
の
末
裔
で
あ
る
）

唐
と
は
同
姓
で
あ
る
と
称
し
、
つ
い
に
十
人
の
達
干
に
命
じ
公
主
を
送
っ
て
辺
境
の
塞
に
や
っ
て
来
た
。
ウ
イ
グ
ル
の
烏
介
可
汗
が
途
中
で

キ
ル
ギ
ス
の
達
干
ら
に
遭
遇
し
、
達
干
ら
を
殺
害
し
た
の
で
、
太
和
公
主
は
か
え
っ
て
烏
介
可
汗
の
手
中
に
落
ち
た
。
こ
う
し
て
烏
介
可
汗

は
公
主
を
人
質
と
な
し
、
同
行
し
て
南
の
大
砂
漠
を
越
え
て
天
徳
軍
の
境
界
に
至
り
、
天
徳
城
を
太
和
公
主
の
居
城
と
し
て
与
え
る
よ
う
、

武
宗
に
上
奏
し
て
請
願
し
た
。
…
（
烏
介
可
汗
は
）
太
和
公
主
を
連
れ
て
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
豊
州
刺
史
石
雄
の
兵
が
太
和
公

主
の
天
幕
に
遭
遇
し
、
公
主
を
迎
え
て
帰
国
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
八
三
、
諸
帝
公
主
伝
、
憲
宗
第
十
七
女
・
太
和
公
主
（
定
安
公
主
）
伝

定
安
公
主
は
初
め
太
和
公
主
に
封
じ
ら
れ
、
ウ
イ
グ
ル
の
崇
徳
可
汗
に
降
嫁
し
た
。
会
昌
三
年
（
八
四
三
）、
太
和
公
主
が
帰
国
す
る
と
、

武
宗
は
宗
正
卿
の
李
仍
叔
、
秘
書
監
の
李
踐
方
ら
に
詔
し
て
景
陵
（
憲
宗
の
陵
）
に
報
告
さ
せ
た
。
太
和
公
主
が
太
原
に
至
る
と
、
武
宗
は

詔
を
下
し
て
公
主
を
い
た
わ
り
様
子
を
尋
ね
、
キ
ル
ギ
ス
が
献
上
し
た
白
貂
の
皮
や
玉
の
指
輪
を
賜
っ
た
。
公
主
が
長
安
に
到
着
す
る
と
、

武
宗
は
百
官
に
詔
し
て
公
主
を
迎
え
さ
せ
再
拝
さ
せ
た
。
…
公
主
は
輅
に
乗
っ
て
（
景
陵
と
光
陵
に
赴
き
）
憲
宗
と
穆
宗
の
部
屋
に
行
き
、

す
す
り
泣
い
た
。
退
室
後
、
公
主
は
光
順
門
に
赴
き
、
服
を
着
替
え
、
冠
や
首
飾
り
を
は
ず
し
て
処
罰
を
待
ち
、
自
ら
ウ
イ
グ
ル
と
の
和
親

に
成
果
が
な
か
っ
た
こ
と
を
詫
び
た
。
…
翌
日
、
公
主
は
太
皇
太
后
（
穆
宗
の
母
懿
安
皇
太
后
）
に
拝
謁
し
た
。
武
宗
は
公
主
を
昇
進
さ
せ

て
長
公
主
に
封
じ
、
太
和
府
を
廃
止
し
た
。

・『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
下
、
回
鶻
伝
下

穆
宗
は
詔
し
、
太
和
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
た
。
公
主
は
憲
宗
の
娘
で
あ
る
。
穆
宗
は
公
主
府
を
設
置
し
左
金
吾
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大
将
軍
の
胡
証
、
光
禄
卿
の
李
憲
に
節
を
持
た
せ
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
ま
で
送
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
太
府
卿
の
李
説
は
婚
礼
使
と
な
り
、
公

主
を
冊
立
し
て
「
仁
孝
端
麗
明
智
上
寿
可
敦
」
と
な
し
、
太
廟
に
報
告
し
た
。
穆
宗
は
通
化
門
に
出
向
い
て
公
主
に
餞
し
、
大
勢
の
臣
下
は

整
列
し
道
で
公
主
を
見
送
っ
た
。
公
主
が
塞
を
出
て
可
汗
の
天
幕
か
ら
百
里
の
距
離
ま
で
来
る
と
、
可
汗
は
ま
ず
公
主
と
間
道
か
ら
秘
か
に

会
お
う
と
し
た
。
胡
証
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
、
ウ
イ
グ
ル
人
は
「
昔
、
咸
安
公
主
は
間
道
か
ら
可
汗
の
も
と
に
行
っ
た
」
と
言
っ
た
。
し

か
し
胡
証
が
「
天
子
は
私
に
詔
し
、
公
主
を
送
っ
て
可
汗
に
授
け
る
よ
う
命
じ
た
。
い
ま
私
が
ま
だ
可
汗
に
会
っ
て
い
な
い
の
に
、
公
主
を

先
に
行
か
せ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
た
の
で
、
ウ
イ
グ
ル
人
は
公
主
を
連
れ
て
行
く
の
を
や
め
た
。（
公
主
が
可
汗
の
天
幕
に
到
着
後
）
可
汗

は
楼
に
登
り
、
東
に
顔
を
向
け
、
楼
の
下
に
毛
氈
の
幔
幕
を
張
っ
て
公
主
を
座
ら
せ
、
胡
服
を
着
る
よ
う
請
願
し
た
。
公
主
は
一
人
の
老
婆

を
侍
ら
せ
、
幔
幕
を
出
る
と
西
に
向
か
っ
て
拝
礼
し
て
か
ら
退
き
、
そ
れ
か
ら
可
敦
の
服
を
着
た
。
可
敦
の
服
は
赤
い
大
き
な
上
衣
で
あ
っ

た
。
公
主
は
、
前
後
の
鋭
い
黄
金
の
冠
を
か
ぶ
っ
た
。
公
主
は
ま
た
出
て
拝
礼
し
、
そ
の
後
、
曲
が
っ
た
輿
に
乗
っ
た
。
九
人
の
大
臣
達
が

互
い
に
分
担
し
て
公
主
の
輿
を
担
ぎ
、
庭
の
内
側
を
右
に
九
回
ま
わ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
公
主
は
輿
か
ら
降
り
、
楼
に
登
っ
て
可
汗
と
並
ん
で

座
り
、
東
に
顔
を
向
け
た
。
臣
下
達
が
次
々
に
可
汗
と
公
主
に
拝
謁
し
た
。
可
敦
も
ま
た
自
分
の
天
幕
を
築
き
、
二
人
の
大
臣
を
天
幕
の
中

に
出
入
り
さ
せ
た
。
胡
証
達
が
帰
国
す
る
際
、
可
敦
が
大
々
的
に
宴
席
を
設
け
、
悲
し
み
泣
い
て
唐
を
慕
っ
た
の
で
、
可
汗
は
唐
の
使
者
に

手
厚
く
贈
物
を
授
け
た
。
…
（
会
昌
元
年
、
八
四
一
年
）
キ
ル
ギ
ス
は
す
で
に
ウ
イ
グ
ル
を
撃
破
し
太
和
公
主
を
捕
え
る
と
、
ま
た
自
ら
が

李
陵
の
後
裔
で
あ
り
、
唐
皇
帝
と
同
族
で
あ
る
と
称
し
て
使
者
の
達
干
を
派
遣
し
、
公
主
を
護
衛
し
唐
へ
の
来
朝
を
試
み
た
。
ウ
イ
グ
ル
の

烏
介
可
汗
は
怒
り
、
キ
ル
ギ
ス
の
達
干
を
追
撃
し
て
殺
害
し
、
公
主
を
捕
え
、
南
の
砂
漠
を
渡
っ
た
。
こ
の
た
め
辺
境
の
住
民
は
ウ
イ
グ
ル

の
襲
来
を
た
い
そ
う
恐
れ
た
。
…
太
和
公
主
は
使
者
を
派
遣
し
、
烏
介
可
汗
は
す
で
に
即
位
し
た
の
で
冊
命
す
る
よ
う
請
願
し
た
。
ま
た
、

ウ
イ
グ
ル
の
大
臣
頡
于
伽
思
ら
は
表
を
奉
り
「
振
武
軍
に
寓
居
し
、
太
和
公
主
と
烏
介
可
汗
を
住
ま
わ
せ
た
い
」
と
請
願
し
た
。
武
宗
は
…

ウ
イ
グ
ル
人
を
慰
撫
さ
せ
二
万
斛
の
食
料
を
授
け
た
が
、
振
武
軍
に
可
汗
ら
を
寓
居
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
な
か
っ
た
。
…
翌
年
（
会
昌
二
年
、
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八
四
二
年
）
ウ
イ
グ
ル
は
太
和
公
主
を
奉
じ
て
漠
南
に
至
り
、
雲
州
・
朔
州
に
入
り
、
横
水
に
侵
入
し
て
殺
戮
と
略
奪
を
展
開
し
、
そ
の
後
、

進
軍
方
向
を
変
え
、
天
徳
軍
と
振
武
軍
の
間
に
そ
っ
て
遠
慮
会
釈
な
く
家
畜
を
略
奪
し
た
。
…
（
唐
の
石
）
雄
が
太
和
公
主
に
遭
遇
し
、

奉
っ
て
長
安
に
帰
還
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
一
〜
巻
二
四
二
、
穆
宗
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
条

長
慶
元
年
…
五
月
丙
申
朔
の
日
、
ウ
イ
グ
ル
が
都
督
・
宰
相
ら
五
百
餘
人
を
派
遣
し
公
主
を
迎
え
に
来
た
。
…
（
五
月
）
癸
亥
の
日
、
穆

宗
は
太
和
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
に
降
嫁
さ
せ
た
。
公
主
は
穆
宗
の
妹
で
あ
る
。
吐
蕃
は
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
通
婚
を
聞
き
、
六
月
辛
未
の
日
、
青

塞
堡
を
襲
撃
し
た
。
塩
州
刺
史
の
李
文
悦
が
吐
蕃
軍
を
撃
退
し
た
。
戊
寅
の
日
、
ウ
イ
グ
ル
は
上
奏
し
「
騎
兵
一
万
を
北
庭
か
ら
出
撃
さ
せ
、

騎
兵
一
万
を
安
西
か
ら
出
撃
さ
せ
て
吐
蕃
軍
の
攻
撃
を
防
ぎ
な
が
ら
太
和
公
主
を
ウ
イ
グ
ル
に
迎
え
ま
す
」
と
言
っ
た
。
…
（
七
月
）
辛
酉

の
日
、
太
和
公
主
が
長
安
を
出
立
し
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
六
、
武
宗
会
昌
元
年
〜
会
昌
二
年
条

会
昌
元
年
（
八
四
一
）
…
十
一
月
、
李
徳
裕
が
上
奏
し
、「
い
ま
ウ
イ
グ
ル
が
（
キ
ル
ギ
ス
に
）
破
れ
て
滅
亡
し
、
太
和
公
主
の
所
在
は
い

ま
だ
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
使
者
を
派
遣
し
て
公
主
を
訪
問
さ
せ
な
け
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
は
き
っ
と
、
唐
は
公
主
を
降
嫁
さ
せ
た

が
、
も
と
も
と
愛
惜
の
気
持
ち
は
な
く
、
公
主
を
見
捨
て
、
ウ
イ
グ
ル
の
心
情
も
傷
つ
け
た
、
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
通
事
舎
人
の
苗
縝

を
派
遣
し
、
詔
を
持
っ
て
温
没
斯
の
も
と
に
行
か
せ
、
公
主
に
勅
書
を
伝
え
、
さ
ら
に
、
温
没
斯
が
反
逆
と
帰
順
の
ど
ち
ら
を
望
ん
で
い
る

か
を
判
断
す
べ
き
で
す）
1（
（

」
と
言
っ
た
の
で
武
宗
は
こ
れ
に
従
っ
た
。
…
初
め
キ
ル
ギ
ス
が
ウ
イ
グ
ル
を
す
で
に
撃
破
し
太
和
公
主
を
得
る
と
、

自
ら
李
陵
の
後
裔
で
あ
り
、
唐
と
同
姓
で
あ
る
と
称
し
、
達
干
十
名
を
派
遣
し
公
主
を
奉
っ
て
唐
に
帰
順
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ウ
イ
グ

ル
の
烏
介
可
汗
は
兵
を
率
い
て
達
干
を
要
撃
し
、
キ
ル
ギ
ス
の
使
者
達
を
盡
く
殺
害
し
、
太
和
公
主
を
人
質
と
な
し
て
南
下
し
、
砂
漠
を
渡

り
天
徳
軍
の
境
界
に
駐
屯
し
た
。
太
和
公
主
は
使
者
を
派
遣
し
て
上
奏
す
る
と
、「
可
汗
が
す
で
に
即
位
し
た
の
で
冊
立
し
て
ほ
し
い
」
と
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言
っ
た
。
烏
介
可
汗
も
大
臣
の
頡
干
伽
斯
ら
を
派
遣
し
て
上
奏
し
、
振
武
軍
の
城
一
つ
を
借
り
て
公
主
と
可
汗
を
仮
住
ま
い
さ
せ
た
い
と

言
っ
た
。
十
二
月
庚
辰
の
日
、
武
宗
は
制
し
て
右
金
吾
大
将
軍
の
王
会
ら
を
派
遣
し
回
鶻
を
慰
め
、
米
二
万
斛
を
授
け
た
。
ま
た
、
武
宗
は

烏
介
可
汗
に
勅
書）
11
（

を
賜
り
、
諭
し
て
「
ウ
イ
グ
ル
の
民
を
率
い
少
し
ず
つ
旧
領
を
回
復
す
る
が
よ
い
。
塞
に
寄
寓
す
る
の
は
良
策
で
は
な

い
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
振
武
軍
の
城
一
つ
を
借
り
た
い
と
言
う
が
、
先
帝
の
時
代
で
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
別
の

良
い
土
地
に
移
動
す
る
が
よ
い
。
唐
に
支
援
を
求
め
る
と
し
て
も
漠
南
で
駐
屯
し
、
進
軍
を
停
止
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
朕
は
太
和
公
主
の

入
朝
を
許
し
、
自
ら
事
情
を
問
う
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
…
会
昌
二
年
（
八
四
二
）
…
十
一
月
…
武
宗
は
使
者
を
派
遣
し
公
主
に
冬
服
を

賜
り
、
李
徳
裕
に
命
じ
て
書
簡
を
記
さ
せ
公
主
に
賜
っ
た
が
、
そ
の
大
意
は
、「
先
帝
は
ウ
イ
グ
ル
と
の
婚
姻
を
割
愛
し
、
義
に
よ
っ
て
国

家
を
安
ん
じ
、
ウ
イ
グ
ル
が
夷
狄
の
侵
略
を
防
い
で
く
れ
る
な
ら
辺
境
の
塞
は
平
穏
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
い
ま
ウ
イ
グ
ル
の
所

業
は
理
に
適
わ
ぬ
。
ウ
イ
グ
ル
が
馬
首
を
南
に
向
け
る
た
び
、
叔
母
上
は
高
祖
や
太
宗
の
威
霊
を
恐
れ
な
い
の
か
。
ウ
イ
グ
ル
が
辺
境
を
略

奪
す
る
た
び
に
、
太
皇
太
后
の
慈
愛
を
思
い
出
さ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
あ
な
た
は
ウ
イ
グ
ル
の
国
母
な
の
だ
か
ら
、
ウ
イ
グ
ル
を
指
揮
で

き
る
は
ず
だ
。
も
し
ウ
イ
グ
ル
が
皇
帝
の
命
令
に
従
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
即
刻
ウ
イ
グ
ル
の
姻
族
を
切
り
捨
て
、
今
日
よ
り
以
降
あ

な
た
の
こ
と
を
叔
母
と
は
呼
ば
ぬ）
11
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

・『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
七
、
武
宗
会
昌
三
年
（
八
四
三
）
条

二
月
…
庚
寅
の
日
、
太
和
公
主
が
長
安
に
帰
還
す
る
と
武
宗
は
改
め
て
安
定
大
長
公
主
に
封
じ
、
宰
相
に
詔
し
百
官
を
率
い
て
章
敬
寺
の

前
で
公
主
を
迎
え
対
面
す
る
よ
う
命
じ
た
。
公
主
は
光
順
門
に
到
着
す
る
と
盛
服
を
脱
ぎ
、
か
ん
ざ
し
と
耳
飾
り
も
は
ず
し
、
ウ
イ
グ
ル
が

唐
の
恩
に
そ
む
き
、
和
親
に
成
果
が
な
か
っ
た
罪
を
詫
び
た
。
武
宗
は
中
使
を
派
遣
し
て
公
主
を
慰
め
諭
し
、
そ
の
後
、
大
明
宮
に
入
っ
た
。
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注（
１
）
日
野
開
三
郎
「
唐
代
の
和
蕃
公
主
」（『
東
洋
史
学
論
集
』
第
九
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
三
月
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）、
長
沢
恵

「
中
国
古
代
の
和
蕃
公
主
に
つ
い
て
」（『
海
南
史
学
』
二
一
号
、
一
九
八
三
年
）、
崔
明
徳
『
中
国
古
代
和
親
通
史
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇

七
年
）、
藤
野
月
子
『
王
昭
君
か
ら
文
成
公
主
へ
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
拙
稿
「
降
嫁
が
成
立
し
な
か
っ
た
和
蕃
公
主
の
事

例
に
見
る
唐
代
の
外
交
関
係
」（『
古
代
文
化
』
七
四
巻
第
一
号
、
二
〇
二
二
年
）
等
。

（
２
）
日
野
開
三
郎
「
唐
代
和
蕃
公
主
の
真
假
制
と
資
装
費
」（『
隋
唐
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。

（
３
）
唐
代
和
蕃
公
主
の
詳
細
、
唐
の
外
交
戦
略
等
に
つ
い
て
は
拙
著
『
７
世
紀
後
半
か
ら
８
世
紀
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
と
そ
の
推

移
』（
溪
水
社
、
二
〇
一
三
年
）、
拙
稿
「
和
蕃
公
主
を
通
じ
て
の
唐
の
外
交
戦
略
」（『
総
合
女
性
史
研
究
』
三
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
４
）
例
え
ば
石
川
澄
恵
氏
は
阿
史
那
懐
道
夫
妻
の
墓
誌
を
検
討
し
、
交
河
公
主
の
称
号
等
を
確
定
し
た
。
石
川
澄
恵
「
唐
初
期
の
西
方
経
営
と

西
突
厥
阿
史
那
氏
に
つ
い
て
―
阿
史
那
懐
道
夫
妻
墓
誌
を
手
掛
か
り
に
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
一
九
号
、
二

〇
一
二
年
）。

（
５
）『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
の
吐
蕃
伝
、
契
丹
伝
、
奚
伝
、
突
騎
施
伝
（
突
厥
伝
に
含
ま
れ
る
）、
回
鶻
伝
に
つ
い
て
は
佐
藤
長
氏
、
田
村
実
造

氏
、
護
雅
夫
氏
、
佐
口
透
氏
の
訳
注
、『
新
唐
書
』
西
域
伝
に
つ
い
て
は
小
谷
仲
男
氏
と
筆
者
の
訳
注
が
あ
る
。
佐
藤
長
訳
注
「
吐
蕃
伝
（
旧

唐
書
・
新
唐
書
）」（『
騎
馬
民
族
史
３
正
史
北
狄
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）、
田
村
実
造
訳
注
「
契
丹
伝
・
奚
伝
（
旧
唐
書
・
新
唐
書
）」

（『
騎
馬
民
族
史
１
正
史
北
狄
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）、
護
雅
夫
訳
注
「
西
突
厥
伝
（
旧
唐
書
・
新
唐
書
）」、
佐
口
透
訳
注
「
回
鶻
伝

（
旧
唐
書
・
新
唐
書
）」（『
騎
馬
民
族
史
２
正
史
北
狄
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
）、
小
谷
仲
男
・
菅
沼
愛
語
「『
新
唐
書
』
西
域
伝
訳
注

（
一
）（
二
）」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編
』
九
号
・
十
号
、
二
〇
一
〇
年
・
二
〇
一
一
年
）。

（
６
）
漢
武
帝
は
烏
孫
に
降
嫁
し
た
細
君
（
江
都
公
主
）
が
夫
の
孫
と
の
再
婚
を
拒
絶
し
た
際
、「
そ
の
国
の
風
俗
に
従
え
」
と
命
じ
細
君
を
義
理
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の
孫
と
再
婚
さ
せ
（『
漢
書
』
西
域
伝
）、
隋
煬
帝
は
突
厥
に
降
嫁
し
た
義
成
公
主
が
夫
（
啓
民
可
汗
）
を
亡
く
し
た
際
、
義
理
の
息
子
始
畢

可
汗
と
再
婚
さ
せ
た
（『
隋
書
』
巻
八
四
突
厥
伝
）。

（
７
）『
旧
唐
書
』
巻
三
太
宗
紀
下
に
よ
れ
ば
、
貞
観
十
三
年
十
二
月
に
慕
容
諾
曷
鉢
が
公
主
を
迎
え
る
た
め
唐
に
到
来
し
、
貞
観
十
四
年
二
月
に

弘
化
公
主
が
吐
谷
渾
に
降
嫁
し
た
。

（
８
）
公
主
と
吐
谷
渾
王
の
一
族
は
涼
州
・
霊
州
に
移
住
し
、
一
族
の
墓
誌
が
武
威
（
甘
粛
省
）
で
出
土
し
て
い
る
。
墓
誌
に
よ
れ
ば
公
主
は
則

天
武
后
よ
り
武
姓
を
賜
り
西
平
大
長
公
主
に
改
封
さ
れ
、
聖
暦
元
年
（
六
九
八
）
霊
州
で
死
去
し
た
。
夏
鼐
著
、
樋
口
隆
康
他
訳
『
中
国
考

古
学
研
究
』（
学
生
社
、
一
九
八
一
年
）、
周
偉
洲
編
著
『
吐
谷
渾
資
料
輯
録
（
増
訂
本
）』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
９
）
弘
化
公
主
の
入
朝
時
期
は
『
旧
唐
書
』
巻
四
高
宗
紀
上
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
九
に
よ
る
。

（
10
）
金
城
県
主
の
墓
誌
も
武
威
か
ら
出
土
し
た
。
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
金
城
県
主
は
会
稽
郡
王
道
恩
の
三
女
で
、
名
を
季
英
と
い
っ
た
。
注
（
８
）

夏
鼐
著
書
、
注
（
８
）
周
偉
洲
著
書
参
照
。

（
11
）
注
（
７
）
参
照
。

（
12
）
文
成
公
主
に
関
し
て
は
、
佐
藤
長
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
上
巻
（
同
朋
舎
、
一
九
七
七
年
、
初
版
一
九
五
八
年
）、
山
口
瑞
鳳
『
吐
蕃

王
国
成
立
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
等
参
照
。

（
13
）「
親
迎
」
は
新
郎
が
花
嫁
を
迎
え
る
た
め
花
嫁
宅
に
赴
く
儀
礼
。
藤
野
月
子
「
和
蕃
公
主
の
降
嫁
に
お
け
る
婚
儀
の
實
態
」（『
東
方

学
』
一
二
四
輯
、
二
〇
一
二
年
七
月
）
参
照
。

（
14
）
時
期
は
『
旧
唐
書
』
巻
七
中
宗
紀
に
よ
る
。

（
15
）
佐
藤
長
氏
は
チ
ベ
ッ
ト
語
史
料
も
活
用
し
、
金
城
公
主
の
没
年
が
開
元
二
十
七
年
、
公
主
の
訃
報
が
唐
に
伝
わ
っ
た
の
が
開
元
二
十
八
年

と
考
証
す
る
。
注
（
12
）
佐
藤
著
書
四
七
八
～
四
七
九
頁
。
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（
16
）
岡
崎
裕
子
「
金
城
公
主
の
書
状
―
唐
玄
宗
皇
帝
と
和
蕃
公
主
の
音
信
」（『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
皇
帝
権
力
と
国
際
秩
序
』
二
〇
二
〇
年
、

汲
古
書
院
）
参
照
。

（
17
）『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
九
外
臣
部
和
親
二
、
注
（
３
）
拙
著
参
照
。

（
18
）
愛
宕
松
男
『
契
丹
古
代
史
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
九
年
）、
注
（
３
）
拙
著
等
参
照
。

（
19
）
李
失
活
入
朝
、
公
主
降
嫁
の
時
期
は
『
旧
唐
書
』
巻
八
玄
宗
紀
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
に
よ
る
。

（
20
）
永
楽
公
主
の
出
自
は
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
九
外
臣
部
和
親
二
に
「
東
平
王
の
外
孫
楊
元
嗣
の
第
七
女
」
と
あ
る
。
東
平
王
續
は
太
宗
の

子
紀
王
慎
の
子
（『
旧
唐
書
』
巻
七
六
太
宗
諸
子
伝
に
よ
る
）。

（
21
）
玄
宗
の
泰
山
封
禅
は
開
元
十
三
年
。『
旧
唐
書
』
巻
八
玄
宗
紀
。

（
22
）
時
期
は
『
旧
唐
書
』
巻
八
玄
宗
紀
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
に
よ
る
。

（
23
）
奚
は
契
丹
と
行
動
を
共
に
し
、
契
丹
と
あ
わ
せ
て
両
蕃
と
呼
ば
れ
た
。
注
（
18
）
参
照
。

（
24
）
李
大
輔
入
朝
、
公
主
降
嫁
の
時
期
は
『
旧
唐
書
』
巻
八
玄
宗
紀
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
に
よ
る
。

（
25
）『
旧
唐
書
』
巻
八
玄
宗
紀
で
は
、
固
安
公
主
を
「
辛
景
初
の
娘
」
と
記
す
。

（
26
）
注
（
22
）
参
照
。

（
27
）『
唐
会
要
』
巻
六
和
蕃
公
主
伝
の
固
安
公
主
伝
は
、
塞
黙
羯
が
突
厥
と
気
脈
を
通
じ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
奚
と
突
厥
の
関
係
に
つ

い
て
は
注
（
３
）
拙
著
、
注
（
３
）
拙
稿
を
参
照
。

（
28
）『
新
唐
書
』
諸
帝
公
主
伝
に
よ
れ
ば
、
成
安
公
主
は
中
宗
の
娘
で
、
韋
捷
に
降
嫁
し
た
。

（
29
）
交
河
公
主
は
二
人
い
る
。
①
阿
史
那
懐
道
の
娘
の
媛
で
、
蘇
禄
に
降
嫁
し
た
。
和
蕃
公
主
の
交
河
公
主
は
こ
の
女
性
。
②
阿
史
那
昕
（
懐

道
の
子
）
の
妻
の
涼
国
夫
人
李
氏
。
注
（
４
）
石
川
論
文
参
照
。
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（
30
）
突
騎
施
は
西
突
厥
を
構
成
す
る
十
部
族
の
一
つ
。
松
田
寿
男
『
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
（
増
補
版
）』（
早
稲
田
大
学
出
版

部
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

（
31
）
蘇
禄
は
突
厥
・
吐
蕃
と
も
通
婚
し
、
交
河
公
主
も
加
え
て
三
人
も
可
敦
を
娶
り
、
婚
姻
外
交
を
展
開
し
権
力
強
化
を
図
っ
た
。
拙
稿
「
突

厥
・
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
が
周
辺
諸
国
と
の
間
で
展
開
し
た
婚
姻
外
交
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
」（『
鷹
陵
史
学
』
四
四
号
、
二
〇
一

八
年
）
参
照
。

（
32
）
阿
史
那
懐
道
は
西
突
厥
可
汗
の
末
裔
。
父
の
斛
瑟
羅
は
唐
か
ら
濛
池
都
護
・
継
往
絶
可
汗
に
任
じ
ら
れ
西
突
厥
の
遺
民
を
統
治
し
た
が
、

突
騎
施
の
烏
質
勒
に
国
を
追
わ
れ
て
唐
に
亡
命
し
長
安
で
没
し
た
。

（
33
）
石
川
澄
恵
氏
は
、
阿
史
那
懐
道
の
妻
安
氏
の
墓
誌
に
、
公
主
の
た
め
に
「
交
河
に
湯
沐
の
邑
を
開
い
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
公

主
の
名
は
「
金
河
」
で
は
な
く
「
交
河
」
で
あ
る
と
考
察
し
た
。
注
（
４
）
石
川
論
文
。

（
34
）『
太
平
広
記
』
巻
二
八
〇
、
夢
五
、
豆
盧
栄
に
よ
れ
ば
、
唐
に
帰
国
後
の
交
河
公
主
は
娘
の
夫
・
豆
盧
栄
の
も
と
に
身
を
寄
せ
任
地
の
温
州

で
生
活
し
た
が
、
袁
晁
の
乱
が
勃
発
し
た
た
め
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
注
（
１
）
長
沢
論
文
四
五
頁
註
五
四
参
照
。

（
35
）『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、
玄
宗
開
元
十
四
年
条
に
同
様
の
記
載
が
あ
る
。

（
36
）
フ
ェ
ル
ガ
ナ
に
つ
い
て
は
前
嶋
信
次
「
タ
ラ
ス
戦
考
」（『
東
西
文
化
交
流
の
諸
相　

民
族
・
戦
争
』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
八
二
年
）
参

照
。

（
37
）『
唐
大
詔
令
集
』
巻
四
二
「
封
和
義
公
主
制
」
は
和
義
公
主
の
出
自
を
「
四
従
弟
前
河
南
府
陽
城
県
令
参
第
四
女
（
玄
宗
の
従
弟
で
先
の
河

南
府
陽
城
県
令
だ
っ
た
李
参
の
四
女
）」
と
記
す
。

（
38
）『
旧
唐
書
』
巻
九
玄
宗
紀
下
、『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
九
外
臣
部
和
親
二
も
、
天
寶
四
載
三
月
に
静
楽
公
主
が
契
丹
の
李
懐
節
に
降
嫁
し
た

こ
と
を
記
す
。
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（
39
）『
旧
唐
書
』
巻
九
玄
宗
紀
下
、『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
九
外
臣
部
和
親
二
も
、
天
寶
四
載
三
月
に
宜
芳
公
主
が
奚
の
李
延
寵
に
降
嫁
し
た
と

記
す
。

（
40
）
崔
明
徳
氏
は
、『
全
唐
文
』
巻
三
四
四
、
顔
真
卿
撰
「
和
政
公
主
神
道
碑
」
の
記
述
か
ら
、
寧
国
公
主
の
妹
の
和
政
公
主
（
粛
宗
三
女
）
が

天
寶
十
四
歳
（
七
五
五
）
に
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
と
指
摘
。
注
（
１
）
崔
明
徳
著
書
二
五
三
頁
注
一
。
と
な
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
へ
降
嫁
し
た

時
（
七
五
八
年
）
の
寧
国
公
主
は
幼
女
で
は
な
く
、
二
十
七
歳
以
上
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
41
）
例
え
ば
匈
奴
に
は
殉
死
の
風
習
が
あ
り
、
単
于
が
死
ぬ
と
寵
愛
さ
れ
て
い
た
臣
下
や
妻
妾
が
殉
死
し
た
（『
史
記
』
匈
奴
伝
）。

（
42
）
突
厥
で
は
死
者
が
あ
る
と
、
親
族
が
刀
で
顔
を
傷
つ
け
、
大
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
（『
周
書
』
突
厥
伝
、『
隋
書
』
突
厥
伝
）。

（
43
）
光
親
可
敦
は
僕
固
懐
恩
の
娘
で
、
崇
徽
公
主
の
姉
。
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
頃
、
粛
宗
の
命
令
で
移
地
健
（
後
の
牟
羽
可
汗
）
に
嫁
い
だ

（『
旧
唐
書
』
迴
紇
伝
）。
注
（
３
）
拙
稿
参
照
。

（
44
）
公
主
降
嫁
の
資
装
費
は
、
真
公
主
で
五
百
万
緡
、
仮
制
公
主
で
二
十
万
緡
と
言
わ
れ
る
。
注
（
２
）
日
野
論
文
参
照
。
な
お
、
後
代
の
憲

宗
は
元
和
十
二
年
（
八
一
七
）
藩
鎮
の
乱
の
鎮
定
に
莫
大
な
軍
事
費
を
要
し
た
た
め
ウ
イ
グ
ル
へ
の
公
主
降
嫁
を
延
期
し
て
い
る
（『
資
治
通

鑑
』
巻
二
四
〇
）。
安
史
の
乱
後
の
逼
迫
し
た
財
政
状
況
下
で
の
公
主
降
嫁
は
唐
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
45
）
徳
宗
は
吐
蕃
に
対
抗
す
る
た
め
、
宰
相
李
泌
の
提
言
す
る
「
ウ
イ
グ
ル
・
南
詔
・
大
食
と
の
連
繋
に
よ
る
吐
蕃
包
囲
網
の
構
築
」
を
試
み

た
。
咸
安
公
主
の
降
嫁
も
唐
・
ウ
イ
グ
ル
連
合
に
よ
る
吐
蕃
対
策
の
一
環
。
佐
藤
長
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
下
（
同
朋
舎
、
一
九
七
七

年
）、
注
（
３
）
拙
著
参
照
。

（
46
）『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
九
、『
唐
会
要
』
巻
六
和
蕃
公
主
伝
は
「
孝
順
端
正
智
恵
（
慧
）
長
寿
可
敦
」
と
記
す
。

（
47
）
太
和
公
主
の
降
嫁
も
唐
・
ウ
イ
グ
ル
連
合
の
吐
蕃
対
策
の
一
環
。
拙
稿
「
九
世
紀
前
半
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
情
勢
と
唐
の
内
治
の
た
め
の

外
交
」（『
史
窓
』
第
七
三
号
、
二
〇
一
六
年
二
月
）
参
照
。

唐代和蕃公主に関する諸史料の訳注91



（
48
）
突
厥
で
は
日
の
出
を
拝
む
た
め
可
汗
の
天
幕
は
東
を
向
い
て
お
り
（『
周
書
』
突
厥
伝
）、
東
方
を
重
ん
じ
た
。
ウ
イ
グ
ル
で
も
突
厥
と
同

様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
49
）
突
厥
で
は
可
汗
の
即
位
時
、
重
臣
達
が
可
汗
を
毛
氈
の
輿
に
乗
せ
て
担
ぎ
、
太
陽
の
ま
わ
る
方
向
に
九
回
ま
わ
し
、
一
回
ま
わ
る
ご
と
に

可
汗
に
拝
礼
し
た
（『
周
書
』
突
厥
伝
）。
公
主
も
可
汗
の
即
位
儀
礼
に
倣
っ
て
、
可
敦
に
な
る
際
に
同
様
の
儀
式
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
50
）
ウ
イ
グ
ル
可
汗
国
は
八
四
〇
年
キ
ル
ギ
ス
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
ウ
イ
グ
ル
の
遺
民
は
幾
つ
か
の
集
団
に
分
か
れ
て
甘
州
や
高
昌
等
に
逃

走
し
た
。
唐
の
北
辺
に
逃
走
し
た
集
団
（
南
遷
ウ
イ
グ
ル
）
の
動
向
や
唐
の
対
応
策
に
つ
い
て
は
、
村
井
恭
子
「
九
世
紀
ウ
イ
グ
ル
可
汗
国

崩
壊
時
期
に
お
け
る
唐
の
北
辺
政
策
」（『
東
洋
学
報
』
九
〇
巻
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
51
）『
会
昌
一
品
集
』
巻
十
三
、『
全
唐
文
』
巻
七
〇
三
の
「
請
遣
使
訪
問
太
和
公
主
状
」。

（
52
）『
会
昌
一
品
集
』
巻
五
、『
全
唐
文
』
巻
六
九
九
の
「
賜
回
鶻
可
汗
書
」。

（
53
）『
会
昌
一
品
集
』
巻
五
、『
全
唐
文
』
巻
六
九
九
の
「
賜
太
和
公
主
勅
書
」。
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